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Ⅰ熊本大学教養教育機構の現況及び特徴  

１ 現況  

（１） 学部等名：熊本大学教養教育機構  

 

（２） 学生数及び教員数（平成 26 年５月 1 日現在） 

：学生数 ０人、専任教員数（現員数）：  ０人、助手数（ ０人） 

 

２ 特徴 

 熊本大学は、教養部の廃止(1997 年３月)後、教養教育は学内措置として設置された大学

教育研究センターによって担われることとなり、当該センターは教養教育を担う教育部と、

カリキュラム、教育方法等についての研究・開発を行う研究部で構成された。2003 年には

教育部は教養教育実施機構（以下「実施機構」という。）に、研究部は大学教育機能開発総

合研究センターに分離・改組された。実施機構がセンターの教育部が担ってきた本学の教

養教育の実施、運営を引き続き、担うことになった。  

本学教養教育を担う母体である実施機構は、 2003 年４月に大学教育委員会が策定した

「21 世紀熊本大学教養教育プログラム」に沿って教養教育を実施してきたが、2011 年８月

になると新たな学士課程教育（学部一貫教育）の観点から、教養教育機構（機構長は教育・

学生支援担当の副学長とする。以下「機構」という。）が新設された。機構は、これまでの

「21 世紀教養教育目標」をさらに一歩進めて、今日の課題である学士課程一貫教育の理念・

目的を達成するために、学士課程教育の主体である学部が、教養教育の運営に主体的に関

与する体制であった。機構の実質的な業務は、熊本大学教養教育機構規則により、（１）教

養教育の編成に関すること。（２）教養教育の実施に関すること。（３）その他機構の目的

を達成するために必要な事項、と定められている。  

機構の運営に関する実質的な審議は、教養教育機構運営委員会（2011 年 10 月に新設さ

れた。以下「運営委員会」という。）で行われている。運営委員会は、機構長、副機構長、

各学部教務委員長、大学教育機能開発総合研究センターから選出された委員等 14 人で構

成されており、毎月開催の委員会で、教養教育の授業科目の編成、教養教育の年間実施計

画の策定、教養教育の授業の開講及び調整等 10 項目にわたる事項について審議・決定がな

されている。この運営委員会には、教養教育教務委員会と教養教育 FD 委員会が併設されて

いる。 

教養教育教務委員会は、教養教育の年間実施計画、授業時間割、履修指導支援、試験実

施、履修案内等の作成、成績処理等教養教育の実施に関する実務的な事項について審議し、

その議決事項は運営委員会に諮ることとなっている。なお、教養教育教務委員会の傘下に

は、９つの科目群専門部会（１.理系教養科目、２.文系教養科目、３.導入科目、４.既修

外国語、５.初修外国語、６.理系英語、７.情報科目、８.理系基礎科目、９.体育・スポー

ツ科学）が置かれ、教科集団とも連携して授業実施に協力している。また、教養教育ＦＤ

委員会は、教養教育における FD の実施に関することを審議していたが、2013 年４月に全

学委員会であるファカルティ・ディベロップメント委員会に統合され、現在に至っている。

教養教育機構の任務と構成、教養教育実施体制及び全学の委員会との関係図を示す。（資料

１） 
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（資料１） 

  

                    出典：平成 23 年度学士課程推進委員会資料  

 

 

 本機構は、全国国立大学教養教育実施組織会議、九州地区国立大学教養教育実施組織代

表者会議、六大学教養教育代表者会議及び九州地区大学一般教育研究協議会の構成メンバ

ーであり、毎年開催される協議会へは副機構長及び学務ユニット長が出席し、教養教育の

諸課題について審議及び情報交換を行っている。また、2010 年度には第 58 回六大学教養

教育代表者会議、2013 年度には第 50 回全国国立大学教養教育実施組織会議が本学を当番

大学として開催された。 

 

 教養教育に関する事務支援は、学生支援部学務ユニット教養教育担当が所掌しており、

ユニット長以下６名の事務職員、10 名の非常勤職員の総勢 16 名が配置されている。当該

部署は、教務・総務事務の他、全学教育棟の教室管理等を含む教養教育の運営に係る事務

全般を担当している。  
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３ 組織の目的  

 本学の教養教育は 2004 年４月から 2010 年３月までは、「21 世紀熊本大学教養教育プロ

グラム」にある８つの教育目標に沿って組み立てられていたが、2010 年４月に、学士課程

一貫教育という視点から教育改革が行われ、「熊本大学学士課程教育に期待される学習成

果」（学士力）の観点が重視されることとなり、７つの学習成果に着目した教養教育の見直

しが実施された。（資料２）  

 

（資料２）【熊本大学学士課程教育に期待される学習成果】 

 

                              出典：教養教育の案内  

 

2011 年４月のカリキュラム改革は、従来の教科集団責任開講体制から、学部責任開講体

制へと転換するものであり、各学部等の教養教育に対する開講責任を明確にし（学部責任

コマ設定）、共通科目として、「基礎セミナー」・「ベーシック」を開講した。 

 

2012 年４月には、専門と教養の科目区分を行い、理系基礎科目と理系英語（英語

C-3・C-4）を新設し、そのことにより教養課程と専門課程との接続教育の充実を図っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

期待される学習成果 学習成果の項目（例示）
学習成果１「豊かな教養」：
　教養ある社会人に必要な文化・社会や自然・生命に関する
一般的知識を身に付け、異なる思考様式を理解し、知を高め
ていく主体的な学習態度が備わっている。

文化・社会に関する理解、自然・生命に関す
る理解、自己学習能力

学習成果２「確かな専門性」：
　自らの専門分野の理論・概念や方法論に関する基本的知識
を身に付け、当該分野の情報・データを活用し、課題解決のた
めに応用できる。

理論・概念に関する知識、方法論に関する知
識、情報・データの入手・利用の技能、応用及
び問題解決の技能

学習成果３「創造的な知性」：
　自分で課題を発見し、解決のために必要な調査・研究及び
実践に個人やチームで取り組み、その成果を論理的に発表・
討議する能力を持っている。

論理的思考力、概念化能力、口頭発表・討議
の技能、課題設定・解決能力、チームワーク

学習成果４「社会的な実践力」：
　社会に対する幅広い関心を持ち、人々や社会との関わりの
中で自分を見つめ、市民や職業人として必要なコミュニケー
ション能力、倫理観を身に付け、将来進むべき道を探索し、社
会に貢献する意欲を持っている。

社会参加意欲、向上心、対人関係・コミュニ
ケーション能力、市民性・公共心、キャリア開
発能力

学習成果５「グローバルな視野」：
　国際社会に積極的に参加するために必要な外国語運用能
力と異なる価値観や文化に対する理解力を持ち、国際感覚を
身に付けている。

外国語運用能力、異文化理解力

学習成果６「情報通信技術の活用力」：
　社会生活に求められる情報通信技術（ＩCＴ）を活用するため
に必要な知識・技能・倫理を身に付けている。

ＩＣＴを活用した情報処理能力、情報倫理、情
報セキュリティ

学習成果７「汎用的な知力」：
　あらゆる専門分野や社会生活の基盤として求められる読解
力、文章表現力、数的処理能力を身に付けている。

読解力、文章表現力、数的処理能力
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（資料３）  

 

                          出典：教養教育の案内  

 

 

学部 授業科目 選択／必修 開講学期 単位 備考

微分積分I 選択 1年前期 2

微分積分II 選択 1年後期 2

線形代数I 選択 1年前期 2

線形代数II 選択 1年後期 2

微分積分I 選択必修 1年前期 2

微分積分II 選択必修 1年後期 2

線形代数I 選択必修 1年前期 2

線形代数II 選択必修 1年後期 2

統計学I 選択必修 2年前期 2

統計学II 選択必修 2年後期 2

物理学I 選択必修 1年前期 2

物理学II 選択必修 1年後期 2

物理学基盤実験 選択必修 １年 1 1年次に4半期単位で開講する。

化学I 選択必修 1年前期 2

化学II 選択必修 1年後期 2

化学基盤実験 選択必修 １年 1 1年次に4半期単位で開講する。

生物学I 選択必修 1年前期 2

生物学II 選択必修 1年後期 2

生物学基盤実験 選択必修 １年 1 1年次に4半期単位で開講する。

地学I 選択必修 1年前期 2

地学II 選択必修 1年後期 2

地学基盤実験 選択必修 １年 1 1年次に4半期単位で開講する。

微分積分Ｉ 必修 1年前期 2

線形代数Ｉ 必修 1年前期 2

統計学I 必修 2年前期 2

統計学II 必修 2年後期 2

物理学Ｉ 必修 1年前期 2

化学Ｉ 必修 1年前期 2

微分積分II 選択必修 1年後期 2

線形代数II 選択必修 1年後期 2

物理学II 選択必修 1年後期 2

化学II 選択必修 1年後期 2

微分積分概論 必修 1年前期 2

線形代数概論 必修 1年後期 2

統計学概論 必修 2年前期 2

物理学 必修 1年前期 2

微分積分I 必修 1年前期 2

微分積分II 必修 1年後期 2

線形代数I 必修 1年前期 2

線形代数II 必修 1年後期 2

選択必修または選択の科目の履修については学部の指示に従うこと。

薬学部

工学部

教育学部

この科目を履修するものは「文系のための数学入門A」
を履修しないこと。

この科目を履修するものは「文系のための数学入門B」
を履修しないこと。

理学部

授業はA(既修)、B（未修）の記号を付して開講される。

授業はA(既修)、B（未修）の記号を付して開講される。

いずれか１科目を選択必修すること。

いずれか１科目を選択必修すること。

理系基礎科目一覧表

医学部医学科
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大学の共通教育の観点からの「理系基礎科目」、「理系英語」の新設に続き、2013 年

度からは教養科目（リベラルアーツ）の見直しに取り組んでいる。「教養科目」は４

つの学系「人文社会」「自然」「生命」「学際」からなるが、原則的には自由選択科目

であり、学生は単位修得が容易な科目を受講するという弊害は以前から指摘されて

いるところである。この取り組みは、多様な価値への理解力、批判的思考力、及びコミ

ュニケーション力の涵養という教育目標を明示し、リベラルアーツ教育を重視する教育

改革である。その中で、文理クロス履修、アクティブ・ラーニングの実践について議論

を重ねている。  

  

教養教育の質を保証・担保するために、不断に以下にあるような PDCA に取り組んで

いる。 

（１）学生による授業改善のためのアンケートについて  

 教育の質の向上のために、学生による「授業改善のためのアンケート」を、2010 年

度までは毎年実施し、2011 年度からは、原則として、２年に１回、履修者 10 名以上の

全科目で実施している。ただし、「情報基礎 A・B」および「ベーシック」については、

LMS のアセスメント機能を用いて、アンケートをオンライン化して毎年実施としてい

る。 

  

（２）シラバスチェックについて  

 FD 活動の一環として、2012 年度から全学的にシラバスチェックを実施し、シラバス改善

に向けた取組を行っている。  

また、教育の国際化への対応のために、2013 年度の教養教育シラバスは、日本語版と併せ

て英語版を作成した。  

（資料４）  

教養教育 

図 9 に，教養教育の結果（評価項目に関する傾向）を示す。  

 

 

 

 

図 9 から，教養教育は 15 項目中 4 つの項目において評価 1 が 90％以上であったこと

がわかった。それらは，「 1 授業形態」「2 授業の目標（学習の到達目標）」「3 授業の目
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図 9．教養教育シラバスチェック結果 （サン

プル抽出数 = 119 科目） 
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標（学生を主体として）」「5 授業内容（項目や重要な概念）」である。評価 1 が 80～89％

の項目は「4 授業の目標（文字数）」「9 テキスト（使用するテキスト，資料等）」「 13 履

修上の指導（注意）」「 14 事前学習」「15 事後学習」の 5 つであった。評価 1 が 80％未

満は，「6 授業内容（15 回分の授業内容・相互関連）」 (43.7%)，「7 授業内容（文字数）」 

(39.5%)，「8 キーワード」  (73.9%)，「10 参考文献（参考文献の明示）」  (28.6%)，「11 

評価方法・基準（評価方法及び割合）」 (42%)，「12 評価方法・基準（評価基準の明示）」 

(19.3%) の 6 項目であった。授業内容関連の項目，参考文献（参考文献の明示）」，また

評価方法・基準関連の項目の記載に問題があると示唆される。  

表 9 に，教養教育の結果（評価 1 及び評価 0 の頻度，評価 1 の％）を示す。  

 

表 9．教養教育シラバスチェック結果  （サンプル抽出数  = 119 科目）  

  チェック項目    
評価 1 

(A) 

評価０ 

(B) 

評価 1 の割合 

（A） /119*100 

1 授業形態  116 3 97.5% 

2 授業の目標（学習の到達目標）  116 3 97.5% 

3 授業の目標（学生を主体として）  113 6 95.0% 

4 授業の目標（文字数）  97 22 81.5% 

5 授業内容（項目や重要な概念）  109 10 91.6% 

6 
授業内容（15 回分の授業内容・相

互関連）  
52 67 43.7% 

7 授業内容（文字数）  47 72 39.5% 

8 キーワード  88 31 73.9% 

9 
テキスト（使用するテキスト，資料

等）  
99 20 83.2% 

10 参考文献（参考文献の明示）  34 85 28.6% 

11 
評価方法・基準（評価方法及び割

合）  
50 69 42.0% 

12 評価方法･基準（評価基準の明示）  23 96 19.3% 

13 履修上の指導（注意）  105 14 88.2% 

14 事前学習  105 14 88.2% 

15 事後学習  104 15 87.4% 

 

表 9 に基づき，評価 0 のシラバスの課題（改善の望まれる問題点）を指摘する。  

「1 授業形態」については，授業形態が記載されていない，という問題があった。  

「2 授業の目標（学習の到達目標）」については，学習の到達目標が記載されていな

い，到達目標以外の情報が記載されている，という問題があった。  

「3 授業の目標（学生を主体として）」については，学生を主体に記述されていない，

という問題があった。  

 「4 授業の目標（文字数）」については，基準文字数（ 150 字±100 字）より文字数が

超過しているシラバスが 10 件，不足しているシラバスが 12 件あった。  

「5 授業内容（項目や重要な概念）」については，授業内容に関する項目や重要な概

念が記載されていない，といった問題があった。  

「6 授業内容（15 回分の授業内容・相互関連）」については，授業間の関連がわかり

にくい，15 回分の授業内容とその関連性が示されていない，記述が簡潔すぎる・大ま

かすぎる，といった問題があった。  

「7 授業内容（文字数）」については，基準文字数（ 300 字±100 字）より文字数が超

過しているシラバスが 14 件，不足しているシラバスが 58 件あった。  

「8 キーワード」については，基準キーワード数（ 2～9 個）よりキーワード数が超
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過しているシラバスが 14 件，不足しているシラバスが 17 件あった。  

「9 テキスト（使用するテキスト，資料等）」については，授業開始時に指示すると

記載されている，テキスト（使用するテキスト，資料等）以外の内容が記載されている，

空白になっている，といった問題があった。  

「10 参考文献（参考文献の明示）」については，空白になっている，授業に（随時）

紹介すると記載されている，といった問題があった。  

「11 評価方法・基準（評価方法及び割合）」については，評価方法・基準以外のこと

が記載されている，記載要件を満たしていない，評価方法・基準が明確でない /明示さ

れていない，といった問題があった。  

「12 評価方法・基準（評価基準の明示）」については，評価基準が明確でない /明示

されていない，評価方法は示されているが基準が明確でない，出席点が入れてある，と

いった問題があった。  

「13  履修上の指導（注意）」については，記載がない，履修上の指導（注意）以外

のことが記載されている，といった問題があった。  

 「14 事前学習」については，記載されていない，といった問題があった。  

 「15 事後学習」については，記載されていない，といった問題があった。  

 

              出典：「シラバスチェック」実施報告書（平成 25 年 3 月） 

 

（３）厳格で適正な成績評価の基本的な考え方について  

 2014 年２月に、従来の「厳格で一貫した成績評価の方針」を見直し、次のとおり「厳格

で適正な成績評価の基本的な考え方について」を策定し、全学の成績評価に関する基本的

な考え方として共有することとなった。  

１．目的  

予め授業計画書に明示した授業の到達目標と評価方法・基準に基づき、厳格で客観的・

公正な成績評価を行なうことにより、本学における教育の質を担保するとともに、社会

からの信頼性を確保する。  

２．成績評価の区分  

（１）成績評価は５段階による評価区分とし、合格は秀（１００点～９０点）、優（８９

点～８０点）、良（７９点～７０点）、可（６９点～６０点）と表示し、不合格は不可

（５９点～０点）と表示する。ただし、授業形態（演習・実習等）、科目の特性（イン

ターンシップ等）などにより５段階評価が困難な場合には、柔軟な評価区分を行なう

ことができるものとする（例：合格・不合格）。  

（２）秀・優・良・可の区分については、成績分布の著しい偏在に留意するものとする。

特に秀・優については合わせて３０％以内を目安とし、厳格で客観的・公正な成績評

価に努めるものとする。  

（３）共通科目・同一名称科目（語学・理系基礎科目等）の成績評価の基準・方法につ

いては、担当教員間で充分に協議をして設定するものとする。  

３．成績評価方法の公表  

（１）成績評価の基準・方法については、年度当初に授業計画書で公表するものとする。 

（２）期末試験だけによる評価でなく、小テスト、レポート、ディスカッション、授業

への参加度等も含めた総合評価に努め、評価要素ごとに評価割合を明示する（例：試

験８０%、ディスカッション２０％）。  

４．成績評価結果の説明  

（１）成績評価の結果については、講評会・Ｗｅｂ掲示等により、試験結果の講評や模

範答案（優秀答案）の掲示に努めるものとする。  

（２）答案の採点は予め作成された採点基準に基づくものとし、答案は採点基準を添え

て学生へ返却するように努めるものとする。  

（３）教員（又は所属部局）は、答案（写し）を５年間保管しなければならない。  
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５．ＧＰＡの全学的共有  

学部等は、厳格で適正な成績評価を実践し、進級・卒業時の学力を測る尺度として、

ＧＰＡの活用に努めるものとする。  

６．成績評価に関する質問・疑問の受付け  

成績発表後、一定期間を設けて、教員は学生からの成績評価に関する質問・疑問等を

受け付け、真摯に対応するものとする。  

７．成績評価の異議申し立て  

成績評価に関する質問・疑問に対する教員の説明では解決が得られなかった場合は、

予め決められた一定期間内において、成績評価に関する異議申し立てをすることができ

る。異議申し立てを行なう場合には、所定の期間内に、関係部局等の定める手続きに拠

り、「成績評価に関する異議申立書」（所定の様式による）を、事務担当係へ提出するも

のとする。  
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Ⅱ 教育の領域に関する自己評価書  
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１．教育の目的と特徴  

 

 2004 年度から 2010 年度までの教養教育においては、A～H の「21 世紀熊本大学教養教育

目標」の達成をめざされていた。そのために、授業科目として、基礎セミナー、情報科目、

外国語科目、主題科目Ⅰ、主題科目Ⅱ、学際科目、開放科目、が設定されていた。  

 その後、熊本大学の卒業生にふさわしい、豊かな教養と確かな専門性を身に付け、社会

に貢献するのに必要な創造的知性と実践力を兼ね備えた人材を育成するため、学習成果に

基づく体系的な学士課程教育プログラムを構築する、という方針が策定され、学士課程教

育全般にわたる改革が行われることになった。その方針に基づいて、前述の通り、教養教

育と専門教育を通じて、本学の卒業生が獲得すべき「熊本大学学士課程教育に期待される

学習成果」として、学習成果１「豊かな教養」、学習成果２「確かな専門性」、学習成果３

「創造的な知性」、学習成果４「社会的な実践力」、学習成果５「グローバルな視野」、学習

成果６「情報通信技術の活用力」、学習成果７「汎用的な知力」が設定された。  

これに伴い、教養教育は、各学部が責任をもつ開講体制に変わり、その授業科目は、学

士課程教育全般の改革に沿って学生の系統的な履修を確保するとともに、７つの「学習成

果」の少なくとも一つを学生が獲得することが目標となるように、見直された。それまで

の教養教育の開講科目群は整理・再編成され、科目も創設された。2011 年度から、(1) 共

通基礎科目（①基礎セミナー、②ベーシック、③情報科目）、(2)外国語科目、(3)教養科目、

(4)社会連携科目、(5)開放科目、が設定された（詳細は後述）。  

2012 年度には、さらに開講科目群が見直され、「理系基礎科目」が(1)に、「理系英語」が

(2)に加わった。 

本学の教養教育は、こういった授業科目を履修することによって、中期計画 K01 を実行

し、大学教育において身に付けておくべき基礎的な素養を体得し、また幅広く深い教養を

涵養することを目的としている。授業科目を見直した結果、学生の系統的な履修が確保さ

れ、教養教育における学修成果がより一層明確になったことが大きな特徴である。  

 

 

［想定する関係者とその期待］  

 

想定する関係者は、在校生、卒業生、卒業生の雇用者である。教養教育においては、学

習成果１を初めとする上記の「熊本大学学士課程教育に期待される学習成果」とその見直

しに対応した教養教育の学修によって、在校生にとっては、その後の専門教育の学修の基

礎となること、そして卒業生や卒業生の雇用者にとっては、幅広い視野、実社会の課題認

識、コミュニケーション能力を含むバランスのとれた能力を獲得し、文化・社会及び自然・

生命に関して基本的理解をすることが期待されている。  
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２．優れた点及び改善を要する点の抽出  

 

【優れた点】  

 

教養教育機構への改組後、スリム化された組織で効率的な運営を行うとともに、学部が

主体的に責任を持つ新たな教養教育の構築を進めてきた。この意味で、中期計画で目指し

た点には到達し、一歩前進したと言える。  

「授業改善のためのアンケート」結果において、数値や自由記述から明らかな改善がみ

られる授業も少なくない。授業担当教員のコメント入力率も、上昇している。  

「教養教育に関する FD 研究会」を中心に、 2008 年度・2009 年度の大人数講義形式の優

れた授業の検討に引き続いて、2010 年度に少人数ゼミ形式の優れた授業を検討し、優れた

授業の要件をある程度まで具体化することができた。  

 教養教育における教育内容・教育方法は、「教養教育の目標・目的」に合致した設計とな

っており、カリキュラムもこれに則した編成であり、全学生が「熊本大学学士課程教育に

期待される学習成果」を習得できる体系である。  

 また、自習室、図書館等で、学生が授業時間外に主体的に学習することを促す環境が整

備されている。そして、単位取得の方法や成績評価基準等が学生に周知され、成績評価の

正確さを担保できる措置が講じられている。障害のある学生に対する支援も充実してきて

いる。  

 「授業改善のためのアンケート」結果については、全体としては、授業の目標を「十分

達成できた」「少し達成できた」の比率が約 70％～85%であり、受講生はおおむね目標を達

成できたと認識しており、実際、単位修得率も多くの科目でおおよそ 80％以上である。  

外国語教育においては、理系学部の「英語 C-3」「英語 C-4」では、１年次と２年次前期・

後期に受験した TOEIC-IP テストの成績が全項目において上昇傾向にあり、期待される教

育成果が得られつつある。  

 

【改善を要する点】  

 

「教養教育に関する FD 研究会」は 2010 年度で終了したが、教員の教育力向上とともに、

教育プログラムの質を保証し、さらに向上し続けていくためには、「教養教育に関する FD

研究会」のような組織的な FD 活動を活性化させる取組が必要である。  

自習室の利用度は試験期間前等の頻度には温度差がある。また、本学の図書館利用に関

しては、学部間で頻度の差異が認められるだけでなく、ほとんど利用しない学生が 45％も

認められる。  

 2011 年度からの新しいカリキュラムについては、「教養科目」の一部で複数年度にわた

って「不可」の比率が 10％を超える科目が見られる。「教養科目」の選択にあたっては、文

系学部の学生に「自然」「生命」の学系の授業テーマを含む履修を、理系学部の学生に「人

文社会」の学系の授業テーマを含む履修を求めているが、各学部で設けられた履修のねら

いが学生に十分に理解されているとはいい難い。  

また、新しい導入科目「ベーシック」については、全体での単位取得率は 90％を超えて

いるが、必修科目となっていない学部において、履修放棄が多く、単位取得率が著しく低

い。  

 

３．観点ごとの分析及び判定  

 

分析項目Ⅰ 教育活動の状況  

 

観点 教育実施体制  

（観点に係る状況）  

 熊本大学の教養教育を担う母体は、2010 年に策定された熊本大学中期計画に基づき、
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2011 年に、それ以前の教養教育実施機構から教養教育機構（以下、機構）へと改組された。

改組後の機構は、全学の教育会議の下に置かれ、機構の実質的な運営を教養教育機構運営

委員会（以下、運営委員会）が担っている。この改組は、「学習成果に基づく体系的な教育

を実施するため、学部が主体的に責任を持つ新たな教養教育の構築を含め、効果的・効率

的な学士課程教育の全学的実施体制を整備する」ことを目指す中期計画項目に基づいてい

た。  

運営委員会は、委員長、副委員長、各学部の教務委員長１名ずつと、大学教育機能開発

総合研究センター（以下、センター）専任教員２名等、計 10 数名からなる。新体制におい

ては、改組前の旧体制のもとで 50 名程度の教員が教養教育実施委員会を構成していたの

と比べ、大幅に組織がスリム化されている。運営委員会では、学生支援部学務ユニットの

事務的サポートのもと、教養教育に関する次のような事項を審議し、決定している。  

１． 授業科目の編成  

２． 年間実施計画の策定  

３． 授業の開講及び調整  

４． 点検・評価及びこれに基づく見直し  

５． 施設・設備の利用計画  

６． 予算及び決算  

７． 広報活動  

８． 成績の管理  

９． 非常勤講師の資格審査  

運営委員会の下に、教務委員会と FD 委員会が置かれている（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１）。両

委員会とも、委員長、副委員長、各学部の代表１名ずつ、各科目群専門（副）部会長１名

ずつ、センター専任教員２名、計約 20 名から構成されている。教務委員会では、教養教育

における教務全般に関する事項を審議している。 FD 委員会では、教養教育における FD の

実施に関することを審議している（その審議を行う会議体は、2013 年度から、全学のファ

カルティ・ディベロップメント委員会に移行した）。また、教務委員会の下には、「導入科

目専門部会」、「理系基礎科目専門部会」等の部会がおかれ、当該科目等の実施に必要な調

整作業を行っている。  

運営委員会及び教務委員会は、原則として毎月１回の委員会を開いている。  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１）実施体制・全学委員会との関係図  

 

                      出典：学士課程教育推進委員会資料（再掲） 

  

多様な人材の活用の観点については、教養教育機構には専任教員はいないものの、教養教

育の実習科目等について、教育補助業務に従事させるべく、情報科目や理系基礎科目を中

心に約 260 人の大学院生をティーチング・アシスタント（以下、 TA）として採用し（資料

Ⅱ－３－Ⅰ－２）、きめ細かい指導を行っている。 TA の質の向上を図る目的から、 TA には

TA 研修会を受講し、授業担当教員による事前のオリエンテーションを受けることを求めて

いる（資料Ⅱ－３－Ⅰ－３）。また、業務を完了したときには「業務報告書」を授業担当

教員に提出させている。こうして、授業担当教員が作成する「実施報告書」とともに、 TA

の実施状況の確認が行われている。  

 全学で実施されている「授業改善のためのアンケート」については、教養教育において

は、アンケート調査の効率性や担当教員の負担等を考慮して、2011 年度から、原則として

２年に１回実施されることとなっている。当初実施していなかった「情報基礎 A・B」と「ベ

ーシック」については、 2011 年度から毎年、WebCT のアセスメント機能を用いて、アンケ

ートをオンライン化して実施している（資料Ⅱ－３－Ⅰ－４）。 
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－２）教養教育 TA 任用計画     

 

 

出典：教養教育機構運営委員会資料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目名 授業科目名 開講期間
曜日・時限・

クラス数
TA数

TA申請
時間数

配分
時間数

合　　　　　　　計 260 7,132 5,707

336

336

10

11

1,752

1,752

10

10

96

154

45

45

13

336

336

木3・4・5
金3・4・5
12クラス

10 528 422

情報処理概論 後期 7クラス 27 54

導入科目 ベーシック 前期

情報基礎B 後期 26クラス 73 2,190

26クラス

43

73 2,190

後期 月2 1 14

情報科目

情報基礎A 前期

地学Ⅰ 前期 月2 1 12

地学Ⅱ

地学基盤実験 前期・後期 月3・4・5 30 420

420

生物学基盤実験 前期・後期 月3・4・5 10 420

9 420

化学基盤実験 前期・後期 月3・4・5 6

2 16

理系基礎科目

物理学基盤実験 前期・後期 月3・4・5

社会連携科目 火山を究める 前期 木3

透視図論A 後期 金3 2 56

192

図形科学実習A 前期 金3 2 56

体験する物理学A 後期 木4・5 4

地球環境科学の最前線E 後期 木3・4 2

生命の基礎原理Ａ 後期 木4 2 12

12

2013年度教養教育機構におけるティーチング・アシスタント採用について

教養科目

最前線の生命科学C 後期 木4・5 6

120



熊本大学教養教育機構 

17 

 

（資料Ⅱ－３－Ⅰ－３）熊本大学ティーチング・アシスタント取扱要領  

○熊本大学ティーチング・アシスタント取扱要項                          (平成 26 年

2 月 5 日要項第 3 号) 

 (趣旨 ) 

第 1 条 国立大学法人熊本大学職員就業規則 (平成 16 年 4 月 1 日制定 )第 2 条第 4 号に

規定するティーチング・アシスタント (以下「ＴＡ」という。 )については、この要項

の定めるところによる。  

2 この要項に定めのない事項については、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則

(平成 16 年 4 月 1 日制定 )その他関係規則等の定めるところによる。  

(ＴＡ制度の目的 ) 

第 2 条 ＴＡ制度は、熊本大学 (以下「本学」という。 )の優秀な大学院学生に教育的配

慮の下に教育補助業務に従事する機会を提供し、学部及び大学院教育におけるきめ細

かい指導の実現並びに当該学生の教育力向上の機会提供を図るとともに、当該学生に

対する給与支給による経済的支援を行うことを目的とする。  

 (業務 ) 

第 3 条 ＴＡは、当該ＴＡを活用して授業を担当する教員 (以下「授業担当教員」とい

う。 )の指示に従い、本学の教育補助者としての自覚を持って、学部及び修士課程 (博

士前期課程を含む。以下同じ。 )の学生に対する教育補助業務 (以下「ＴＡ業務」とい

う。 )に従事する。  

2 前項の場合において、修士課程の学生に対するＴＡ業務に従事できる者は、原則と

して博士課程 (博士前期課程を除く。 )に在学する学生とする。  

(申請及び選考 ) 

第 4 条 教員は、担当する授業についてＴＡの配置を希望するときは、学部、教養教育

機構、研究科又は教育部 (以下「学部等」という。 )のＴＡの配置に係る方針等に則

り、学部等の長 (以下「学部長等」という。 )に申請する。  

2 学部長等は、前項の申請に基づき、ＴＡの配置を決定し、併せて選考を行う。  

3 学部長等は、前項の選考を行ったときは、速やかにＴＡ一覧表 (別記様式第 1 号 )を副

学長 (教育・学生支援担当 )に提出するものとする。  

(勤務時間 ) 

第 5 条 ＴＡの勤務時間は、当該ＴＡが学生として受ける研究指導、授業等に支障のな

い範囲とする。ただし、1 週間当たりの勤務時間数は、20 時間以内とし、1 日の勤務

時間は時間単位で割り振るものとする。この場合において、当該学生を同一又は他の

職名により複数の学部等で雇用する場合にあっても、1 週間当たりの勤務時間数は合

計 20 時間以内とする。  

(研修等 ) 

第 6 条 ＴＡ業務に従事する学生は、次項以下に規定するＴＡ研修会を受講しなければ

ならない。  

2 ＴＡ研修会は、ＴＡが業務に従事する前に行うものとする。  

3 ＴＡ研修会は、次に掲げる事項について行うものとする。  

 (1) 本学におけるＴＡの位置づけ及び役割並びにＴＡとしての心構えに関すること (熊

本大学ファカルティ・ディベロップメント委員会 (以下「ＦＤ委員会」という。 )が

作成した資料に基づくもの )。  

 (2) ＴＡを行うに当たり必要な知識、技能等の修得に関すること。  

4 ＴＡ研修会は、学部、学科等教育単位毎に実施するものとするが、ＴＡの業務が教育

単位の中で高度に細分化されている場合で、次項に規定する事前のオリエンテーショ

ンにおいて前項に定める事項について指導を行うことが適切と学部長等が判断すると

きは、当該オリエンテーションをもってＴＡ研修会に代えることができる。  
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出典：熊本大学ティーチング・アシスタント取扱要領  

 

 

 

  

5 前 3 項に定めるもののほか、授業担当教員は、ＴＡ業務に関する事前のオリエンテ

ーションを行うものとする。  

(業務報告 ) 

第 7 条 ＴＡは、業務が完了したときは、業務報告書 (別記様式第 2 号 )を授業担当教員

に提出する。  

2 前項のほか、ＴＡは、別に定めるところによりＦＤ委員会が行うアンケート等の意

見の聴取に応じるものとする。  

3 授業担当教員は、ＴＡに係る授業が終了したときは、業務報告書を添えて実施報告

書 (別記様式第 3 号 )を学部長等に提出する。  

4 学部長等は、実施報告書により学部等におけるＴＡの実施状況を確認し、その写し

を副学長 (教育・学生支援担当 )に提出する。  

(雑則 ) 

第 8 条 この要項に定めるもののほか、各学部等におけるＴＡの実施に関し必要な事項

は、各学部等において定めるものとする。  

附  則  

この要項は、平成 26 年 2 月 5 日から施行する。  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－４）教養教育における授業改善アンケート実施について  

教養教育における「授業改善のためのアンケート」実施について  

       

１．実施要項  

教育会議で定められた「授業改善のためのアンケート実施要領」に基づき実施する。  

２．実施時期  

  アンケートは、原則として 2 年に 1 回（同年度の前学期と後学期の授業科目に対して

隔年で）実施する。（2011 年度から実施する。下図参照。）ただし、教科集団の方針や開

講科目群の特性によっては，毎年実施してもよい。 

 

 

 

 

 

３．アンケート実施対象科目  

アンケートは、非常勤講師が担当する授業科目を含め、10 名以上の受講者がいる教養

教育の全科目（新カリキュラムの科目を含む）において原則実施する。  

なお、「 10 名以上の受講者」には、次の場合を含むものとする。  

①  同一の授業に新カリと旧カリの履修者が合わせて 10 名以上いる場合 

②  同一の授業に異なった授業科目名（異なった時間割コード）の履修者が合わせて 10

名以上いる場合  

 

ただし、次の場合は上の原則によらないものとする。  

①  基礎セミナーは 2011 年度から毎年（前学期前半・後半）、履修登録者数が 10 名以上の

全授業科目で実施する。 

②  「情報基礎 A・B」及び「ベーシック」については 2011 年度から毎年（前学期・後学期）、

LMS(WebCT)のアセスメント機能を用いて、アンケートをオンライン化して実施する。  

                  出典：2010 年度教養教育企画・運営委員会資料  

 

また、教養教育では、教養教育 FD 研究会を 2010 年度まで開催していた。 2008 年度・

2009 年度の全体会では大人数講義形式授業について、 2010 年度は少人数ゼミ形式授業に

ついて、授業参観をふまえて検討された。こうして優れた授業の要件をある程度まで具体

化することができた（資料Ⅱ－３－Ⅰ－５）。さらに、少人数ゼミ形式授業に関しては、基

礎セミナーの「授業実施報告書」の中で、授業で工夫した点の記述が要求されているため、

教員の授業改善の意識を高めることができている。これらの FD 活動は、教員の教育力を向

上させる体制を形成しているといえる。そして、より一層の授業改善を図られれば、教育

プログラムの質も保証することになる。  

教養教育 FD 研究会の教科集団別分科会では、「授業改善のためのアンケート」結果の検

証を行ってきた。その中で、前年度と比較してアンケートの項目につき改善しているとの

評価がある一方で、進行の速さや聞き取りやすさ、視聴覚機器の利用などの面で改善のた

めの具体的な提案が示されている（資料Ⅱ－３－Ⅰ－６）。教科集団ごと数値からは年度の

推移に従って顕著な改善結果が必ずしも表れているわけではないが、個別の授業について

みれば、数値や自由記述から明らかな改善がみられ、教員の教育力の向上を示しているも

のも少なくない。  

授業担当教員のコメント入力率も、2006 年度前学期 26.2%、後学期 35.2％であったのに

対し、2011 年度は前学期 52.8%、後学期 53.4％として数値上改善している（資料Ⅱ－３－

Ⅰ－７（2011 年度実施分））。これは、授業改善の教育力向上に対する教員の意識の高まり

を現している。  

前学期  後 学

期  

前 学

期  

後 学

期  

前学期  後 学

期  

前 学

期  

後 学

期  
2010 年度  2012 年度  2011 年度  2013 年度  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－５）教科集団別分科会実施報告書      
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（出典：教養教育に関する FD 研究会 2010 抜粋）  
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（水準）  

 期待される水準にある。  

 

（判断理由）  

教養教育機構では、2011 年度の教養教育改組後、各学部代表および科目群代表の教員と

数名のセンター専任教員との協同的体制によって、スリム化された組織で効率的な運営を

行うとともに、学部が主体的に責任を持つ新たな教養教育の構築を進めてきた。この意味

で、中期計画でめざした点には到達し、一歩前進したといえる。2013 年度からは、21 世紀

におけるグローバル化の著しい進展、産業構造の大きな変動に対応して、国際社会で活躍

できる人材を積極的に養成することを目的とした教養教育の改革が検討されている。  

内部質保証システムについては、「授業改善のためのアンケート」の実施と授業担当教員

のコメント入力、個々の教員や教科集団等の意見や要望を踏まえた「教養教育に関する FD

研究会」の開催（2010 年度まで）等を通じて、個々の教員の教育力向上や教育プログラム

の質の保証・向上に向けて活用する組織的な取組が整備されてきた。  

今後、教員の教育力向上とともに、教育プログラムの質を保証し続けていくためには、

「教養教育に関する FD 研究会」のような組織的な FD 活動を活性化させる取組が必要であ

る。 
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－６）教科集団別分科会実施報告書    
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（出典：教養教育に関する FD 研究会 2009 抜粋）  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－７）授業改善のためのアンケート実施報告書 2011 年度実施分  
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（出典：熊本大学「授業改善のためのアンケート」実施報告書－ 2011 年度実施分－）  
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観点 教育内容・教育方法  

 

（観点に係る状況）  

 2010 年度に「熊本大学学士課程教育に期待される学習成果」が新たに策定されたことに

伴い、教養教育では、2011 年度から従前の開講科目群の整理・再編成ならびに新規科目の

創設を実施し、「学習成果１～７」に対応した(1)共通基礎科目、(2)外国語科目、(3)教養

科目、(4)社会連携科目、(5)開放科目が設定された（資料Ⅱ－３－Ⅰ－８）。 

 (1)～(5)の各科目群は、その目的に応じて体系的に編成され、共通基礎科目では、導入

科目として大学での学習スタイルを身につける「基礎セミナー」と学習・社会・自己に対

する考え方の転換を図る「ベーシック」が設定されている。情報科目では、現代社会生活

の基本素養である電子情報の取り扱い・倫理を学ぶ「情報基礎 A・B」「情報処理概論」が設

置されている。また現在の国際化社会に対応するために外国語科目が、豊かな教養を身に

つけるために様々なテーマに触れる「教養科目」が、社会と密接に関連した「社会連携科

目」が、さらに自分の所属する学部以外の専門教育の一端を見る「開放科目」が編成され

ており、これらは、学生が自主的に多くの授業を受講できるように、必修科目や専門科目

と重複がないように編成され（資料Ⅱ－３－Ⅰ－８）、１・２年次にわたって受講できるよ

うに配慮されている。  

 とくに学習成果５「グローバルな視野」に対応して、国際社会で必要な外国語運用能力

を習得するとともに、国際理解の深化と拡大、複眼的な視点から国際社会を見る眼を養成

するために、「外国語科目」では、必修外国語科目（既修外国語・初修外国語）と自由選択

外国語科目が設けられている。必修外国語科目は、全学生が原則として２カ国語を履修し、

既習外国語（英語）では、「話すこと」（英語 A-1）、「聞くこと」（英語 A-2）、「読むこと」

（英語 B-1）、「CALL（コンピュータ支援型語学学習）」（英語 B-2）を通じてコミュケーショ

ン能力の向上を図ると共に、TOEIC-IP の受験を義務づけている。また「教養科目（学系「人

文社会」・学系「学際」）」においては、異なる価値観や多様な文化に対する理解力を身につ

けるための講義が開講されている。  

 「社会連携科目」では、学習成果４「社会的な実践力」に対応して、実社会の課題を学

問と関連付けながら探求する能力、問題解決に結び付ける実践スキル、体験から学び取る

力やリーダーシップ、コミュニケーション能力等を育成するために、多様な業種・経験を

有する学外の社会人を招聘して、講義が開講されている。  

 これに加え、「熊本大学教育改革大綱 2013」（資料Ⅱ－３－Ⅰ－９）に基づき、理系学部

対象に「理系基礎科目」と「理系英語」（英語 C-3・C-4）を新設し、そのことにより教養課

程と専門課程との接続教育の充実を図った。  

 これら各科目群の目的を達成するために、教育方法も目的に応じ工夫され、「基礎セミナ

ー」（必修科目）では、①自主的・自律的学習能力、②論理的思考方法や科学的思考方法お

よび適切な自己表現力、③コミュケーション能力を身につけるため、学部混成型の少人数

クラス（最大 20 名）でのグループワークを中心に、課題の調査・分析・討論・発表を行っ

ている。同様の少人数制クラスの導入は「外国語科目」においても採用され、クラス規模

を 30 人以下に設定し、きめ細かな指導をするとともに、既習外国語科目で CALL システム

を 1 年次に対し導入し、学生の習熟度やペースに則した学習機会と自主学習の環境を提供

している。さらに、基礎学力不足の学生に対しては、既修外国語において「英語 I-1（基礎

力充実コース）」を設置している。  

「情報基礎 A・B」では、対面型授業と e-learning を組合せた学習方法を採用し、毎回、

WebCT を活用した理解度テストを提供すること等によって、学生の自主学習が行えるシス

テムを構築し、その機会を担保して、一定水準の情報リテラシー習得を目指している。 

 さらに、学生の自主学習に重要な附属図書館の利用法が「ベーシック」で紹介され、学

生の関心を喚起する一方、附属図書館の充実（学生による図書の選書、図書館ロビーでの

図書のテーマ展示等）も進めている。また、オフィスアワー制度を設けるなど、各教員が

学生に細かく配慮できる体制も整え、情報を掲示板および Web 上で学生に円滑に通知して

いる。   
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－８）教養教育の案内       
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（出典：教養教育の案内２０１２抜粋）  
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（資料Ⅱ―３－Ⅰ―９）熊本大学教育改革大綱 2013 

熊本大学教育改革大綱２０１３  

５つの理念  

教育改革の理念として、「教学マネジメントの確立」、「育成する人材像の明確化」、「教

育の国際化」、「教育の情報化」、「キャリア教育の教育プログラム化」がある。この５つ

の理念の実現が教育改革の核心であり、各理念の実現のためにいくつかの重要な命題に

取り組むことになる。  

 

教学マネジメントの確立    

教学マネジメントの確立（学長のリーダーシップが発揮できる仕組み）と教育責任の

明確化のために、教養教育機構を廃止して、共通基盤教育機構を設置する。また、共通

基盤教育を担保するために、大学教育機能開発総合研究センター、e ラーニング推進セ

ンター、総合情報基盤センター、国際化推進センターの教育機能部分を統合することに

より、共通基盤教育部を設置する。  

≪枢要な取り組み≫  

 ・共通基盤教育機構の設置  

・共通基盤教育部の設置 

        

育成する人材像の明確化  

21 世紀におけるグローバル化の著しい進展、産業構造の大きな変動の中で、大学は

育成する人材像を明確にして（ミッションの再定義）学部教育、大学院教育に取り組ま

なければならない。従来の大学の理念・目的・目標を再検証し、教育目標として標榜し

た育成する人材像に合目的に、学部教育では教養課程と専門課程の統合された体系的な

教育プログラムを組み立て、大学院教育では学部教育との差別化を図り、高度な専門的

な教育プログラムを展開し、それぞれ国際社会で活躍できる人材を養成すべきである。 

≪枢要な取り組み≫  

 ・大学の理念・目的・目標の再確認 

・学部教育プログラムのナンバーリング  

・学部教育と大学院教育の差別化  

   

教育の国際化  

教育の国際化では、第一に First Year Experience（初年次第 1 セメスター10 単位の

語学・リベラルアーツ教育）の構築により、多様性・異文化理解力、批判的思考力を涵

養するとともに、高大接続・転換教育を行なう。この教育プログラムは秋季入学移行へ

の備えでもある。第二に国際教養プログラム（英語による授業 10 単位程度、まずは各

学部の提供科目で構成する。）を構築し、留学生と日本人学生が同じ教育プログラムで

学ぶ環境を整備する。第三に大学院教養教育プログラムを構築し、文理クロスの高度な

教養教育を行ない、グローバル人材・イノベーション人材育成を図る。  

≪枢要な取り組み≫  

 ・First Year Experience の構築 

・国際教養プログラムの構築  

・大学院教養教育プログラムの構築  

・TOEIC 一斉２回試験の導入  

・アクティブラーニングの実践  

 

教育の情報化  

教育の情報化では、教育のＩＴ化により教育の効率化・標準化・オンデマンド化を推

進するのであるが、第一に教授システム学、生命系における e ラーニングの利用の拡大

と他部局への e ラーニングの展開、第二に e ラーニングによる英語力の強化に取り組む
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（出典：熊本大学教育改革大綱 2013）  

 

成績評価については、全学的な成績評価の方針（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１０）に沿って行わ

れていたが、2014 年度からは、改訂された「厳格で適正な成績評価の基本的な考え方につ

いて」（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１１）に沿って適正に行われることになっている。教養教育にお

ける成績評価や単位取得の方法に関しては、便覧や「授業計画書」（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１２）、

そして Web 上でも学生への周知が図られている。また、入学後の各学部のガイダンスにお

いても、指導している。なお、教員間の教養教育に関する理解の偏りを解消するために教

員向けのガイダンスの説明会が年度末の３月に全学的に実施されている（資料Ⅱ－３－Ⅰ

－１３）。  

公表された成績に対しては、「質問及び疑問の受付期間」「異議申立て受付期間」が掲示

板を通して伝えられ、学生には評価の正確さを担保できる措置が毎学期講じられている（資

料Ⅱ－３－Ⅰ－１０）。 

学生が自主的に学習できる環境として全学教育棟に自習室（ C103、 C105）を配備し、図

書館等も利用できるようになっている。  

また、障がいのある学生に対して学生が支援できるようにするために「要約筆記者養成

講座プログラム」（３日間）が開催され、その支援者には「ノートテイク実施報告書」の提

出を義務づけている（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１４、資料Ⅱ－３－Ⅰ－１５、資料Ⅱ－３－Ⅰ－

１６）。  

 

  

のであるが、その他に e ポートフォリオによる教育の検証、ＳＮＳを取り入れたアクテ

ィブラーニングについても取り組むべき課題とする。  

≪枢要な取り組み≫  

 ・e ラーニングの普及、コンテンツの開発  

・e ポートフォリオの応用  

・ＳＮＳの活用  

 

キャリア教育の教育プログラム化  

キャリアは養成する人材像を明確にして組み立てられた学部教育プログラムの履修

により形成されるのであるが、共通基盤教育としてのキャリア教育は社会人基礎力育成

（前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力）のための教育プログラムとして構築

されるものである。  

≪枢要な取り組み≫  

 ・社会人基礎力育成のためのキャリア教育の再定位  

・インターンシップの拡大  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１０）厳格で一貫した成績評価の方針  
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（出典：厳格で一貫した成績評価の方針）  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１１）厳格で適正な成績評価の基本的な考え方  
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（出典：厳格で適正な成績評価の基本的な考え方について）  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１２）教養教育授業計画書   
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（出典：2013 年度教養教育授業計画書  抜粋）  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１３）教養教育のための「新入生ガイダンス」説明会資料  

（出典：2013 年度教養教育のための「新入生ガイダンス」説明会資料）  

  

2013 年 度  教 養 教 育 のための「新 入 生 ガイダンス」説 明 会 スケジュール  

実 施 日 時 ：平 成 25 年  3 月 27 日（水）9:00～11:30 

実 施 会 場 ：全 学 教 育 棟   C－301 教 室   

（司 会 ・進 行）  村 里  泰 昭     

  概   要  担 当 者  連 絡 先  説 明 時 間  

９：００～１０：２５  ①教 養 教 育 機 構 長 挨 拶  山 中   至  2110 5 分  

②ガイダンス全 体 の説 明  藤 本  斉  3383 15 分  

③基 礎 セミナーの説 明  本 間  里 見  2744 15 分  

④ベーシックの説 明  本 間  里 見  2744 10 分  

⑤情 報 科 目 の説 明  永 井  孝 幸  3917 5 分  

⑥理 系 基 礎 科 目 の説 明  井 上  尚 夫  3328 5 分  

⑦既 修 外 国 語 及 び初 修 外 国 語 の

説 明  

山 下  徹  2449 
30 分  

杉 谷  恭 一  2829 

１０：２５～１０：３０  ⑧質 疑 応 答 （司 会・進 行 ）  村 里  泰 昭  2832 5 分  

１０：３０～１０：４０  休   憩    

１０：４０～１１：２０  
⑨教 養 科 目 の説 明  星 野  裕 司  3602 10 分  

⑩体 育・スポーツ科 学 の説 明  唐 杉  敬  2792 5 分  

⑪社 会 連 携 科 目 、開 放 科 目 の説

明  
本 間  里 見  2744 5 分  

⑫履 修 登 録 の説 明 その他 の説 明  
鹿 嶋   洋       

藤 本   斉  

2445     

3383 
20 分  

１１：２０～１１：３０  ⑬質 疑 応 答 （司 会・進 行 ）  村 里  泰 昭  2832 10 分  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１４）ノートテ－カー募集要項  

                  

本学では、聴覚障がいのある学生さんに対し、授業内容を筆記して伝える要約筆記（ノー

トテイク・ PC テイク）支援等を行っています。  

そこで、４月の新学期に向けて、学生サポーターを募集します！  

また、３月に要約筆記者養成講座を実施しますので、興味のある方は、まずこの講座を受

講してみてください。  

なお、新学期には聴覚障がいのある学生さんの入学が予定されており、学生サポーター

の人員不足が懸念されます。たくさんの方の応募をお待ちしています。  

 

【学生サポーター募集要項】   

☆サポート内容  ： 授業中のノートテイク又はパソコンテイク支援が主。（授業１コマに２

名＋予備人員。）  

         （授業は、黒髪キャンパスの授業です。）  

☆謝  金  ：  1,540 円／授業１コマ（２Ｈ）   

☆時  間  ：  新年度の時間割決定後に、担当授業を決定します。  

（スケジュールにより、必ずしも全員にお願い出来るとは限りません。）  

 

【要約筆記養成講座の概要】  

☆日  時  ：  平成２６年３月５日（水）～  ３月７日（金）  

        ※  ９時３０分  ～  １６時  の講義・実技を予定しています。  

☆内  容  ：  1 日目  開講式、講義（聴覚障害とその支援、要約筆記についての講義）  

2 日目  コース別実技（ノートテイクかＰＣテイクを選択してもらいま

す。）   

      ３日目  コース別実技と模擬授業、検証、閉講式  

☆その他  ：  詳細については申込時にお知らせします。  

       学内でのサポーターになる・ならないに関わらず受講は可能です。  

 

【申込み方法（学生サポーター、要約筆記養成講座  共）】  

☆申込先  ：  学務ユニット学生相談室（096-342-2127 全学教育棟 1 階）  

☆締  切  ：  平成２６年２月１７日（月）まで               

掲示期間：平成 2６年 2 月

１７日（月）まで  

 

（出典：平成 26 年度ノートテーカー募集ポスター）  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１５）ノートテ－カー養成講座  

 

 

（出典：熊本大学要約筆記者養成講座プログラム）   
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１６）ノートテイク実施報告書   

 

（出典：平成 23 年度ノートテイク実施報告書）  
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（水準）  

 期待される水準にある。  

 

（判断理由）  

  本学の定める「学習成果」、教養教育における上記 (１)～(５)の各科目の目的と概要、

ならびに教養教育のカリキュラム体系・編成については、新入生ガイダンスで使用される

「教養教育の案内」に明示されており、また各授業で目標とする学習成果についても「授

業計画書」に明示され、学生が受講する際の目標を理解できるように配慮されている。さ

らに十分な必修科目の学習と、自主的に幅広い学習ができるように各科目群は体系的に時

間割（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１７）が編成されている。  

 以上の根拠に基づき、教養教育における教育内容・教育方法は、「教養教育の目標・目的」

に合致した設計となっており、カリキュラムもこれに則した編成であり、全学生が本学の

定める「学習成果」を習得できる体系であると判断される（資料Ⅱ－３－Ⅰ－８）。  

 また、自習室、図書館等で、学生が授業時間外に主体的に学習することを促す環境が整

備されている。自習室の利用度は試験期間前等の頻度には温度差があるものの（７月が最

多；計 3,740 名がカードリーダーにて入室記録）、年間に 23,915 名が利用している（資料

Ⅱ－３－Ⅰ－１８）。本学の図書館利用に関しては、年間 1,075 名程度であるが、利用頻度

は学部間で差異があり、ほとんど利用しない学生が 45％も認められる（資料Ⅱ－３－Ⅰ－

１９）。単位取得の方法や成績評価基準等は、学生に周知され、成績評価の正確さを担保で

きる措置が講じられている。障がいのある学生に対する支援も充実してきている。  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１７）教養教育時間割（基本コマ配当）  

 

（出典：2013 年度教養教育基本コマ配当表）  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１８）全学教育棟自習室利用状況  

 
 

 

 

 

（出典：全学教育棟自習室利用状況データを基に学務ユニットで作成）  
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（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１９）2013 年学生生活実態調査報告書  

 

 

（出典：2013 年度学生生活実態調査報告書）  
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分析項目Ⅱ 教育成果の状況  

 

観点 学業の成果  

 

（観点に係る状況）  

 

 2011 年度から、教養教育科目の開講体制を従来の教科集団から部局に変更し、授業科目

は、前述の通り、７つの「学習成果」のいずれかに対応するように見直された。学生は、

必修科目および選択科目について、７つの「学習成果」を念頭に履修科目を選択し、求め

られる資質や能力、知識・技能を身につけることになっている。教養科目の履修において

は、学部・学科ごとに独自に設けられた履修方針や要望事項があり、所属学部・学科の方

針・要望に沿って履修計画を立てることが求められている（資料Ⅱ－３－Ⅱ－１）。  

また、外国語教育については、2013 年度から、理系学部を対象にコミュニケーション力

を重視した TOEIC 等の実践英語修得を念頭におき、「英語 C-3」「英語 C-4」を新たに導入し

た（資料Ⅱ－３－Ⅱ－２）。これらのことは、「教養教育の案内」をもとに、入学時や学年

当初の履修指導ガイダンス等を通じて指導・周知されている。  

 このような学びに対する学習成果の達成状況については、教養教育機構の中に置かれた

科目群専門部会（資料Ⅱ－３－Ⅰ－１）および教養・社会連携科目の開講学部や諸センタ

ーにおいて、それぞれが担当する開講科目について、成績の資料や授業改善アンケートの

分析結果に基づき、検証・評価が行われ、改善への取組が行われている（資料Ⅱ－３－Ⅱ

－３）。  

 成績評価については、「厳格で一貫した成績評価」の方針にしたがい、予め授業計画書に

明示した授業の到達目標と評価方法・基準に基づき、厳格で客観的・公正な成績評価を行

うことによって、学習者の目標到達への動機を高めるとともに、教員の授業改善を促して

いる。また、前述の通り、成績評価の厳格化によって、成績評価を対外的にも信頼性のあ

るものとし、育成した人材の質を対外的に担保することに努めている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



熊本大学教養教育機構 

50 

 

（資料Ⅱ－３－Ⅱ－１）各学部・学科固有の履修方針および要望  

（出典：教養教育の案内）  
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（資料Ⅱ－３－Ⅱ－２）理系英語専門部会議事メモ  

（出典：理系英語専門部会議事メモ）  

第１回理系英語部会議事メモ  

１．日  時  2012 年 1 月  5 日（木）１７：１０～１７：４０  

２．場  所  全学教育棟  第一会議室  

３．出席者  山中部会長、藤本委員、光永委員、玉巻委員、入江教授（石塚委員代理）、町

田委員、安浪委員  

４．欠席者  合田委員  

５．議  事  

議事に先立ち、山中部会長から、本部会の設置目的、検討内容及びスケジュール等に

ついて説明があった。また、本部会の運営に当たっては、大学教育機能開発総合研究セ

ンターの安浪委員に中心となってまとめていただきたい旨の提案があり、了承された。

なお、今後の部会開催等は、安浪委員から招集することが併せて了承された。  

 （１）英語 C－３・ C-4 について  

    安浪委員から、資料に基づき、次の点について説明があった。  

１．講義形式・内容   ２．クラス構成   ３．時間割作成  

   また、学部に対して次の点について検討依頼があった。  

◎提案したクラス構成の確認  

◎授業実施可能な時間帯の調査（時間帯の候補は複数あげること）  

  続いて、各学部委員からの質問および学部の実情等の意見交換が行われた。  

 

第２回目は、２０１２年３月７日（水）に開催された。  
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（資料Ⅱ－３－Ⅱ－３）教養教育科目（情報科目・教養科目）の成績分布表  

 

 

 

（出典：教養教育科目成績データを基に学務ユニットで作成）  
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（資料Ⅱ－３－Ⅱ－４）英語 C-3・C-4 初年度実施報告書  

 

出典：大教センター年報 17 号抜粋 
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（水準）  

 期待される水準にある。  

 

（判断理由）  

「授業改善のためのアンケート」結果については、学生の所属学部によって多少のばら

つきはあるが、全体としては、授業の目標を「十分達成できた」「少し達成できた」の比率

が約 70％～85%であり、学生はおおむね目標を達成できたと認識しており、実際、単位修

得率も多くの科目でおおよそ 80％以上である。  

理系学部の「英語 C-3」「英語 C-4」では、１年次と２年次前期・後期に受験した TOEIC-

IP テストの成績が全項目において上昇傾向にあり（資料Ⅱ－３－Ⅱ－４）、期待される教

育成果が得られつつある。  

他方、カリキュラムが見直された 2011 年度～2013 年度の教養教育において、「教養科目」

の「学系 自然」および「学系 人文社会」、「学際科目」の一部で複数年度にわたって「不

可」の比率が 10％を超える科目が見られる（資料Ⅱ－３－Ⅱ－３）。「教養科目」の選択に

あたっては、文系学部の学生に「自然」「生命」の学系の授業テーマを含む履修を、理系学

部の学生に「人文社会」の学系の授業テーマを含む履修を求めているが、上記の結果を見

る限り、各学部で設けられた履修のねらいが学生に十分に理解されているとはいい難い。  

新しい導入科目「ベーシック」については、全体での単位取得率は 90％を超えているが、

必修科目となっていない教育学部（ 86.1%）および理学部（ 46.4%）において、履修放棄（ X

評価）が多く、単位取得率が著しく低い（資料Ⅱ－３－Ⅱ－５）。  
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（資料Ⅱ－３－Ⅱ－５）学士課程教育プログラム（ベーシック）の検証報告  
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（出典：学士課程教育プログラムの検証報告書）  
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観点 進路・就職の状況  

 

（観点に係る状況）  

 

 該当なし  

 

 

（水準）  

 

（判断理由）  

 

 

４．質の向上度の分析及び判定  

 

分析項目Ⅰ 教育活動の状況  

 

（判定）  

質を維持している。  

 

（理由）  

 

教養教育機構への改組後、スリム化された組織で効率的に運営されている。  

 教養教育のカリキュラムは、必要な見直しも行われ、全学生が「熊本大学学士課程教育

に期待される学習成果」を習得できる体系になっている。  

「授業改善のためのアンケート」結果から、教員の教育力の向上を示している授業も少

なくない。教員のコメント入力率も上昇し、教育力向上に対する教員の意識は高まってい

る。しかし、教員の教育力向上とともに、教育プログラムの質保証を続けていくためには、

組織的な FD 活動を活性化させる取組が必要である。  

また、自習室、図書館等で、学生が授業時間外に主体的に学習することを促す環境が整

備されている。しかし、自習室の利用度は試験期間前等の頻度には温度差がある。本学の

図書館利用に関しては、学部間でも学生間でも頻度のばらつきが大きい。障がいのある学

生に対する支援は充実してきている。  

以上のように、組織やカリキュラム，教員の教育力向上などの面で改善されていると認

められる一方、組織的な FD 活動を一層活性化する必要性もある。また、学生の主体的な学

習を促すための取組については、障がいのある学生に対する支援が充実してきた。したが

って、教育活動の状況全体としては、第１期中期目標期間終了時点と比較して、質を維持

していると判定できる。 
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分析項目Ⅱ 教育成果の状況  

 

（判定）  

質を維持している。  

 

（理由）  

 

「授業改善のためのアンケート」結果によれば、約 70％～85%の受講生が授業の目標を「十

分達成できた」「少し達成できた」と認識しており、単位修得率も多くの科目でおおよそ

80％以上である。また、「英語 C-3」「英語 C-4」において、TOEIC-IP テストの成績が全項

目で上昇傾向にある。  

 しかし成績評価結果をみると、「教養科目」の一部で複数年度にわたって「不可」の比率

が 10％を超える科目がある。また、導入科目「ベーシック」については、必修科目となっ

ていない学部において、単位取得率が著しく低い。 

以上のように、多くの科目において、授業目標が達成されたと学生が意識しており、実

際に単位も取得していることが認められるが、2011 年度からの新しいカリキュラムにおい

ては、「教養科目」の選択のしかたが学生に周知されているとはいえないなどの問題もある。

また、TOEIC-IP テストの成績については、期待される教育成果が得られつつある。したが

って、教育成果の状況全体としては、第１期中期目標期間終了時点と比較して、質を維持

していると判定できる。 
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Ⅲ 社会貢献の領域に関する自己評価書  
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１． 社会貢献の目的と特徴  

 

 本来であれば「社会貢献」の範囲で記載すべき項目であるが、教養教育機構の構成と役

割から、ここでは「地域貢献」を中心に評価することとする。  

 中期目標では「その他の目標」（１）社会との連携や社会貢献に関する目標の２）として、

「地域振興の中核大学として、熊本大学の資源と知的活動を活用し、また地域の諸機関と

連携し、地域に貢献する。」としている。  

 地域貢献が望まれる講義としては、単位互換協定を結んでいる放送大学の講義、一般市

民に提供している「授業開放科目」などがある。さらには、学外の講師陣を揃えた「社会

連携科目」がある。  

 

［想定する関係者とその期待］  

 本学の各学部学生を対象とするとともに、放送大学の受講生、一般市民も関係者となり

幅広い貢献が期待されている。また、「社会連携科目」を担当する学外講師についても、本

学で教鞭を執る機会を提供することにより専門性や広い視野の獲得がなされるならば、地

域貢献の対象者といえる。  

 

 

２． 優れた点及び改善を要する点の抽出  

 

【優れた点】  

 

 授業開放科目については、毎年同じものを提供するだけでなく、新規の講義もみられ、

学生、市民のニーズ、時代に対応した内容を提供している（資料Ⅲ -２-１、Ⅲ-２-２）。ま

た、H23 年度より「社会連携科目」を創設し、学内教員の連携に止まらず、地域の人的財産

とも連携した科目を提供している（資料Ⅲ -２ -３）。一方、地域の教育力を向上させるとい

う意味では、学外の講師に、本学の学生に講義をする機会を提供することは有効である。  

 

 

（資料Ⅲ -２ -１）平成 23 年度授業開放科目一覧  

 

平成 23 年度授業開放科目  

フランス語Ⅲ-1 

言語の構造と歴史Ｄ  

化学と社会 G（自然の中の化学物質）  

人権と性を考える（学際科目 1-5）  

薬の科学（現代薬学入門 B) 

生体機能物質の化学（現代薬学入門 A）  

情報と社会行動学（学際科目 7-4）  

社会環境とまちづくり（学際科目 7-8）  

五高と日本近代（学際科目 9-3） 

火山を究める（社会連携科目 10）  

（出典：平成 23 年度授業開放科目データを基に学務ユニットで作成）  
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（資料Ⅲ -２ -２）平成 24 年度授業開放科目一覧  

 

平成 24 年度授業開放科目  

フランス語Ⅲ-1 

ヘブライ語  

化学と社会 G（自然の中の化学物質）  

生体機能物質の化学（現代薬学入門 A）  

五高と日本近代（学際科目 9） 

薬の科学（現代薬学入門 B) 

都市まちづくり学入門  

快適な都市を支える技術（学際科目 17） 

人権と性を考える（社会連携科目 2）  

欧米映画の思想と文化（社会連携科目 22）  

火山を究める（社会連携科目 10）  

（出典：平成 24 年度授業開放科目データを基に学務ユニットで作成）  

 

（資料Ⅲ -２ -３）平成 25 年度社会連携科目授業テーマ一覧  

 

科目名  単位      授業テーマ 

社会連携科目２  2  人権と性を考える  

社会連携科目３  2  ハンセン病講座  

社会連携科目４  2  熊日文章講座  

社会連携科目５  2  総合文化としてのスポーツ  

社会連携科目６  2  女性と職業  

社会連携科目７  2  芸術文化考  

社会連携科目８  2  仕事選びの考え方・始め方  

社会連携科目９  2  地方自治体の仕事と役割～公務員とは何をする人か～  

社会連携科目１０  2  火山を究める  

社会連携科目１１  2  有明海・八代海を科学する  

社会連携科目１２  2  映画を通して考える生命倫理  

社会連携科目１４  2  インターネットの発展と人間社会  

社会連携科目１５  2  実践から学ぶまちづくり  

社会連携科目１６  2  現代社会と地域医療―開業医からのメッセージ  

社会連携科目１７  2  日本語教育事情  

社会連携科目１９  2  資本市場の役割と証券投資  

社会連携科目２０  2  熊本大学で何を学ぶか  

社会連携科目２２  2  今からを生きる学生が＜映画＞から学ぶもの  

社会連携科目２３  2  社会参加とはどのようなことか  

社会連携科目２７  2  介護・ケアの現場で起こっていること  

社会連携科目２８  2  生活に関わる環境・資源・地域力  

社会連携科目２９  2  企業から学ぶ情報通信技術（ＩＣＴ）  

社会連携科目３０  2  将来なにをしよう、どんな仕事に就こう  

社会連携科目３１  2  教師の仕事  

社会連携科目３２  2  教師への道  

（出典：教養教育の案内抜粋）  
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【改善を要する点】  

 授業開放科目の受講者数の推移をみると、平成 21年度後期や平成 22年度の前期に比べ、

受講者は増加しているものの近年の３年間は人数の変化はない（資料Ⅲ-２-４）。受講生数

の増加がみられない要因について分析すると共に、受講者からのニーズも含めて、授業開

放科目のあり方について検討する必要がある。 

（資料Ⅲ-２-４）授業開放科目受講者数の推移  

 

（出典：教養教育機構における授業開放科目受講者数データを基に学務ユニットで作成） 

３． 観点ごとの分析及び判定 

分析項目Ⅰ 大学の目的に照らして、社会貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。 

観点 社会貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的

方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表・周知されているか。 

（観点に係る状況）  

 独自に、社会貢献に関する計画や具体的方針は定めていないが、大学全体の社会貢献に

関する方針に従って活動している。  

（水準）期待される水準にある  

（判断理由）独自の計画と具体的方針は定めていないが、公表されている大学の基本方針

に従っているため。  

 

観点 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況）  

 教養教育機構が中心となり、次年度の活動内容・方法及び活動の実施組織などについて

計画し、運用してきた。１例として、年度ごとの開講科目数は資料のとおりである（資料

Ⅲ－３－Ⅰ－１）。しかしながら、受講生から開講する科目数を増やして欲しい、多岐に

渡る分野の講義を提供して欲しいなどの意見が２割程度みられた。さらに、素晴らしい講

義だからこそもっと広くアピールして欲しいなどの意見があった。また、若い学生と一緒

に学ぶことができ嬉しいという意見が多く見られる一方、もう少し学生との意見交換・交

流ができればという意見もあった（資料Ⅲ-２-２）。平成 25 年度の授業開放科目受講者

は、８割が 60 代以上であり、50 代以下は２割程度であった（資料Ⅲ-３-Ⅰ-２）。仕事を

定年退職し、もう一度教養を身に付けたいとの意図を持った受講者が多い。  

（資料Ⅲ-３-Ⅰ-１）教養教育機構における授業開放科目数の年度変化  

 （出典：教養教育機構における授業開放科目数データを基に学務ユニットで作成） 

  科目数  

 前学期 後学期 合計  

 平成22年度 15 11 26  

 平成23年度 10 9 19  

 平成24年度 11 10 21  
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 平成25年度 11 8 19  

 

（資料Ⅲ-３-Ⅰ-２）授業開放科目の受講者の年齢構成（平成 25 年度）   N=95 

 
（出典：教養教育機構における授業開放科目受講者年齢データを基に学務ユニットで作成）  

 

（水準）  

 期待される水準にある。  

（判断理由）  

 ①放送大学との単位互換協定に基づく「開放科目」、②学外の講師を中心として実施して

いる「社会連携科目」、③社会人を対象とした「授業開放科目」は、継続的に開講するとと

もに提供する授業科目も適切な数を提供している。  

 授業開放科目の受講者の年齢構成から、自らのキャリアアップという目的ではなく、生

涯教育としての位置づけがなされているものと思われる。  

観点 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して活動の成果が上がって

いるか。  

（観点に係る状況）  

 「授業開放科目」受講者の講義に対するアンケートでは毎年約９割の受講者が満足して

いる（資料Ⅲ-２-１）。自由記述による感想の中でも、改善を要する点はないという回答が

多く見られ活動の成果があったといえる（資料Ⅲ-２-２）。 

また参加者数は、平成 22 年度後期より増加すると共に一定の割合を保っている（資料

Ⅲ-２-４）。初めて参加したという受講生は約２割で、多くの受講生が複数年度に渡り受講

していた（資料Ⅲ-３-Ⅰ-３）。 

 

（資料Ⅲ -３ -Ⅰ -３）授業開放科目受講者の分析（参加回数）  

 

（出典：教養教育機構における授業開放科目受講生の受講回数データを基に学務ユニットで作成） 
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（水準）  

 期待される水準にある。  

 

（判断理由）  

 受講生に対するアンケート調査より、満足度が高く活動の成果が上がっているといえる。 

 

観点 改善のための取組が行われているか。  

（観点に係る状況）  

 非該当  

（水準）  

（判断理由）  

 

 

分析項目Ⅱ 大学の目的に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。  

観点 大学の地域貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や

具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表・周知されて

いるか。  

（観点に係る状況）  

 非該当  

（水準）  

（判断理由）  

 

観点 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況）  

 非該当  

（水準）  

（判断理由）  

 

観点 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して、活動の成果が上がっ

ているか。  

（観点に係る状況）  

 非該当  

（水準）  

（判断理由）  

 

観点 改善のための取組が行われているか。  

（観点に係る状況）  

 非該当  

（水準）  

（判断理由）  

 

 

 

 

 

 

４． 質の向上度の分析及び判定  
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分析項目Ⅰ 大学の目的に照らして、社会貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。  

（判定区分）  

改善、向上している。  

（判断理由）  

 社会貢献に関連する教養教育の取り組みとして該当する講義等において、毎年一定の数

を提供するとともに、参加者数も４年前に比べて増加していることから、質の向上がみら

れるといえる。また、受講者の満足度においても、約９割以上が満足する結果であり、質

の高い講義を提供しているといえる（資料Ⅲ-２-１）。 

 

分析項目Ⅱ 大学の目的に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。  

 非該当  
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Ⅳ 国際化の領域に関する自己評価書  
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１． 国際化の目的と特徴  

  

国際化の目的は、「熊本大学教育改革大綱 2013」（資料Ⅳ-1-1）に掲げられ、熊本大学

の中期計画・中期目標に従って活動を行っている。新たな学士課程の構築に向けて、教養

教育の実施を担う組織を H23 年度に改組し、教養教育を含む学士課程教育全体の新カリキ

ュラムを設定した。熊本大学学士課程教育に期待される学習成果の中で、「グローバルな視

野」は国際社会に積極的に参加するために必要な外国語運用能力と異なる価値観や文化に

対する理解力を持ち、国際感覚を身につけていることと規定されており、教養教育機構の

目的はこれに符合していると考えられる（資料Ⅳ -１-２）。 

 

(資料Ⅳ-1-1) 熊本大学教育改革大綱 2013 より一部抜粋  

 

                   (出典：熊本大学教育改革大綱 2013) 

 

  

 

 

（資料Ⅳ -１ -２）学士課程教育と学習成果  

Ⅱ．学士課程教育と教養教育の改革  

 

 熊本大学では 2011 年度より、４年間ないし６年間の、教養教育を含む学士課程教育全体

のカリキュラムを見直し、新しいカリキュラムを設定することとしました。後述する教養

科目や社会連携科目は教養教育における新しい科目群ですが、その他の授業科目でもさま

ざまな面で新しい工夫が取り入れられています。  

 何よりも、学士課程教育全般にわたって７項目からなる「熊本大学学士課程教育に期待

される学習成果」が設定され、教養教育の授業科目もまた、これら７つの目標のいずれか

に対応するように見直されました。皆さんも、それぞれの目標をよく読み理解して、授業

に臨むようにしてください。  

 

 

 

教育の国際化 

教育の国際化では、第一に First Year Experience（初年次第 1セメスター10

単位の語学・リベラルアーツ教育）の構築により、多様性・異文化理解力、批

判的思考力を涵養するとともに、高大接続・転換教育を行なう。この教育プロ

グラムは秋季入学移行への備えでもある。第二に国際教養プログラム（英語に

よる授業 10 単位程度、まずは各学部の提供科目で構成する。）を構築し、留学

生と日本人学生が同じ教育プログラムで学ぶ環境を整備する。第三に大学院教

養教育プログラムを構築し、文理クロスの高度な教養教育を行ない、グローバ

ル人材・イノベーション人材育成を図る。 

≪枢要な取り組み≫ 

 ・First Year Experience の構築 

・国際教養プログラムの構築 

・大学院教養教育プログラムの構築 

・TOEIC 一斉２回試験の導入 

・アクティブラーニングの実践 
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【熊本大学学士課程教育に期待される学習成果】  

学習成果１「豊かな教養」： 

 教 養 ある社 会 人 に必 要 な文 化 ・社 会 や自 然 ・生 命 に関 する一 般 的 知 識 を身 に付 け、

異なる思考様式を理解し、知を高めていく主体的な学習態度が備わっている。  

学習成果２「確かな専門性」：  

 自らの専門分野の理論・概念や方法論に関する基本的知識を身に付け、当該分野の

情報・データを活用し、課題解決のために応用できる。  

学習成果３「創造的な知性」：  

 自分で課題を発見し、解決のために必要な調査・研究及び実践に個人やチームで取り

組み、その成果を論理的に発表・討議する能力を持っている。  

学習成果４「社会的な実践力」：  

 社会に対する幅広い関心を持ち、人々や社会との関わりの中で自分を見つめ、市民や

職業人として必要なコミュニケーション能力、倫理観を身に付け、将来進むべき道を探索

し、社会に貢献する意欲を持っている。  

学習成果５「グローバルな視野」：  

 国 際 社 会 に積 極 的 に参 加 するために必 要 な外 国 語 運 用 能 力 と異 なる価 値 観 や文 化

に対する理解力を持ち、国際感覚を身に付けている。  

学習成果６「情報通信技術の活用力」：  

 社会生活に求められる情報通信技術（ＩCＴ）を活用するために必要な知識・技能・倫理

を身に付けている。 

学習成果７「汎用的な知力」：  

 あらゆる専 門 分 野 や社 会 生 活 の基 盤 として求 められる読 解 力 、文 章 表 現 力 、数 的 処

理能力を身に付けている。 

 (出典：教養教育の案内 ) 

 

 

［想定する関係者とその期待］  

  

学部学生、外国人留学生、教職員、海外の大学教員等が想定する関係者である。中期

計画・目標において、国際化は重要であり、学生・留学生のキャリアパスおよび人間関係

の構築において、英語運用力、リベラル・アーツ、新たなサイエンスを重点化した教育

および情報提供、留学生の受入れ、共同・連繋体制の構築が期待されている。  
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２． 優れた点及び改善を要する点の抽出  

 

【優れた点】  

・H25 年度教養教育科目のシラバスの英訳作業を行った。また、様式を統一してシラバス

の和文及び英文データを HP 上で公表した。  

・外国人留学生の日本語科目のクラス編成は、留学生数の増加および留学生の日本語能力

の相違にきめ細かく対応している。また、留学生のために、日本語科目の他に、「日本事情

A・B（日本の科学技術）」、「日本事情 C・D・F（日本の社会と文化）」、「日本事情 E（日本の

文化と言葉）」等の科目を開講し、留学生の日本理解に貢献している。  

・ H25 年度より実践的な英語力の向上に向けた取組みとして、全学部の入学者を対象に

TOEIC-IP を大学経費で実施し 98.6％の受験率が得られている。  

・理系学部の２年生が履修する英語 C を、専門教育として開講される英語 D への移行科目

と位置づけ、専門教育の目的に沿った内容とした。 

・１年生のスピーキングクラスと２年生の英会話クラスは、高い授業目標達成度および授

業有意義度が得られた（資料Ⅳ -２-２）。 

 

【改善を要する点】  

 なし  

 

（資料Ⅳ -２ -１）科目体系（案）新旧対照表  

 

 

（出典：平成 23 年度第２回教育会議議事要録）  
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（資料Ⅳ -２ -２）2011 年度「授業改善のためのアンケート」分析  

 

これらの集計データからわかるように、英語 A-1（スピーキング）に関しては前学期・後学期ともに学

生の評価が極めて高い。「2:少し難しかった 3:ちょうどよかった」の平均の合計は、ほぼ 90％である。

自由記述から判断すると、授業担当教師が英語のネイティヴであること、学生に英語での発言時間

を十分に与えていること、まず英語を話すことに慣れるための教材を使用していること、などが原因だ

と考えられる。 

（中略） 

これらのデータから分かるように、英語 C-1・C-2（英会話（応用編））に関しては前学期・後学期と

もに学生の評価が極めて高く、「2:少し難しかった 3:ちょうどよかった」の平均の合計は、83.2-89％

である。また、「1:非常に難しかった」の項目も他の授業とほぼ変わりない。学生の自由記述を見てみ

ると、「教員がフレンドリーだった」、「先生の授業はコミュニケーションが多く、とても楽しかった」、「コミ

ュニケーション中心で楽しかった」、「私には少し難しかったですが、ペアやグループワークがたくさん

あったのでたのしかったです」、「 I like this class! I enjoy talking with you!」というような好意的なも

のが多かったが、同じクラスであっても、「教材の難度が少し高かったような感じがしました」というコメ

ントもあった。2 年次の授業は応用編なので 1 年次の授業よりもレベルが高く設定されているが、実

際の授業運営においては担当教員の個々の学生に対する細かい対応が必要となる。特に英会話

の場合は、小グループ、少人数での活動の方が学生たちは気後れせずに英語会話ができるようにな

るようである。 

 

（出典：熊本大学「授業改善のためのアンケート」実施報告書－2011 年度実施分－）  

 

 

３． 観点ごとの分析及び判定  

 

分析項目Ⅰ 目的に照らして、国際化に向けた活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。  

観点 国際化の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的方針が

定められているか。また、これらの目的と計画が広く公表されているか。  

 

（観点に係る状況）  

国際化の目的に照らして目的を達成するための計画や具体的方針が「熊本大学教育改革

大綱 2013」により定められている（資料Ⅳ -１-１）。そしてこの目的と計画は広く公表さ

れている。初年次教育の改革が計画され、検討しており、また、１年次生全員へ TOEIC の

受験を課している。大学内や学外の関係者等に対する情報発信は、教養教育機構の HP およ

び刊行物（教養教育授業計画書、教養教育授業時間割、外国語履修案内）を通して実施し

ている。  

（水準）  

期待される水準にある。 

（判断理由）  

国際化の目的に照らして目的を達成するための計画や具体的方針が定められ、これらの

目的と計画が広く公表されている。  

 

 

観点 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況）  

教養教育の国際化に向けて、入学した 1 年生全員に対して 4 月に TOEIC-IP 試験を実施

した（資料Ⅳ -３-Ⅰ-１）。また、全体的には外国人留学生のための開講科目は増加傾向に

ある（資料Ⅳ-３-Ⅰ-２）。教養教育機構が全学に先駆けてシラバスの英語化を実施した（資
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料Ⅳ-３-Ⅰ-３）。さらに、学部および大学院の留学者数は年々増加し、 H25 年度では学部

留学生 123 名および大学院留学生 282 名であった（資料Ⅳ -３-Ⅰ-４）。 

（水準）  

期待される水準にある。 

（判断理由）  

 計画に基づき、TOEIC-IP の実施、外国人留学生に対する開講科目の増加、シラバスの英

語化、留学生数は増加しているなど可動が適切に行われている。しかし、教養教育機構に

関する情報の国際的な発信は少ないので改善が望まれる。  

 

（資料  Ⅳ -３ -Ⅰ -１）2-1 受験状況調査表  

 

（出典：2013 年度新入生 TOEIC-IP 受験状況資料）  

 

 

 

 

 

 

 

（資料Ⅳ -３ -Ⅰ -２） -日本語科目及び日本事情の開講数の推移  

  2009 年度  2010 年度  2011 年度  2012 年度  2013 年度  2014 年度  

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

必修科目数 8 12 13 16 15 14 

選択科目数  40 47 39 43 47 61 

日 本 事 情  5 5 5 5 6 6 

計  53 64 57 64 68 81 

（教養教育における外国人留学生のための開講科目データを基に学務ユニットで作成） 

 

 

 

 

 

        

2013/4/27 

2013 年度 TOEIC－IP 受験状況調査表 

  
入学者

数 

4/20・4/21 4/27（追試験） 

受験総数 受験率 
欠席者 受験者 受験率 

欠席

者 

受験

者 

文 177 2 175 98.87% 0 2 177 100.00% 

法 215 11 204 94.88% 4 7 211 98.14% 

教 310 8 302 97.42% 1 7 309 99.68% 

理 199 12 187 93.97% 4 8 195 97.99% 

医 265 8 257 96.98% 5 3 260 98.11% 

薬 96 4 93 96.88% 3 1 94 97.92% 

工 537 26 511 95.16% 10 16 527 98.14% 

新入生計 1799 71 1729 96.11% 27 44 1773 98.55% 
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（資料  Ⅳ -３ -Ⅰ -３）平成 24 年度第３回教育会議議事要録  

 

（出典：平成 24 年度第３回教育会議議事要録）  

 

 

（資料  Ⅳ -３ -Ⅰ -４）留学生数の推移  

（出典：学生数調べデータを基に学務ユニットで作成） 

 

 

 

 

 

平成 24 年度第３回教育会議議事要録  

 

Ⅰ．開催日時：  平成 24 年 10 月 31 日（水） 8:40 ～10:15   

Ⅱ．場  所：  全学教育棟第Ⅰ会議室  （全学教育棟１階）  

Ⅲ . 出  席  者：  山中議長、小松委員、古賀委員、深町委員、市川委員、尾原委員、渡邊

委員、吉永委員、平田委員、赤池委員、中野委員、山尾委員、喜多委員、菅岡委員  

伊原委員、岩間委員                              以上 16 名  

    欠  席  者：  渋谷委員、入江委員、本間委員                   

以上  3 名  

陪  席  者：  学生支援部学務 U（中村学務 U 長、森学務企画 TL、坂梨教育支援 TL、学

務企画担当 SL、教育評価担当 SL、学務企画担当 S）  

 

（５）シラバスの英語化について  

  学務企画ＴＬから、昨今の答申等におけるグローバル人材の養成や、本学の中期目

標・中期計画にも掲げるグローバルなアカデミック・ハブを目指すためにも、これから

の教育の国際化を検討するうえで、全学的に英語の共用化をしたいと考え、まずは今年

度、学長裁量経費により、外国語科目を除く教養課程の科目、約５００科目の英訳化を

要求したところ、４２０万程度の予算が付いた旨、説明があった。  

  なお、英訳化に関しては、今から翻訳業者を選定することになるが、英訳の校正に

ついては各授業担当教員にお願いすることもあること、また、次年度以降、各学部の専

門科目のシラバス英語化にも繋げていきたいと考えている旨、付言があった。  

  審議の結果、提案どおり了承された。  

90
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観点 活動の実績及び学生・研究者の満足度から判断して活動の成果があがっているか。 

（観点に係る状況）  

教養教育の国際化に向けて、計画に基づいて活動を実施しており、TOEIC-IP の実施、外

国人留学生に対する開講科目の増加、シラバスの英語化の実施、留学生数の増加など、活

動の成果はあがっている。  

（水準）  

期待される水準にある。 

（判断理由）  

活動実績は上がっており、授業に対する学生の満足度は高く、スピーキングクラス・英

会話クラスの授業目標達成度や有意義度は高かった（資料Ⅳ -２-２）。今後は、さらに外国

人学生・研究者の受入実績、国内学生の海外派遣実績数など増加させることが望まれる。  

 

 

観点 改善のための取り組みが行われているか。  

（観点に係る状況）  

 「熊本大学教育改革大綱 2013」（資料Ⅳ -1-1）における「教育の国際化」の方針と計画

の項目を順次実施するため、教育会議のもとに種々の検討委員会が設置され検討が進んで

いる。 

（水準）  

期待される水準にある。 

（判断理由）  

H23 年度から教養教育機構に改編後、教育改革が積極的に進められ、改善の取組みが行

われている。  

 

 

４． 質の向上度の分析及び判定  

 

分析項目Ⅰ 目的に照らして、国際化に向けた活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。 

（判定区分） 

改善、向上している。   

（判断理由）  

「学士課程教育に期待される学習成果」および「熊本大学教育改革大綱 2013」等が設定

され、質の向上に向けた取り組みと国際化に向けた取り組みである初年次教育の改革など

積極的かつ継続的に行われている。基礎学力不足の学生のための英語の授業が実施されて

いる。シラバスの英語化がほぼ達成され、外国人が理解できるシラバスが完成した。  
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Ⅴ 男女共同参画に関する自己評価書 
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１．男女共同参画の目的と特徴  

 

教養教育の科目を履修する学生は、１年次生、２年次生が主体であり、一人の成人とし

て社会的に成熟する過渡期であるといえる。したがって、この時期に男女共同参画の理念

を浸透させることは、近い将来社会人として巣立つに際して、極めて重要なことと考えら

れる。 

教養教育機構は、幅広い領域にわたる教養教育を提供する目的で組織されているため、

様々な部局（学部）に所属する教員による、複数の教科集団から構成されている。従って、

男女共同参画を含む職員の福利厚生に関する活動目標は、重複およびダブルスタンダード

を回避する観点から、教養教育機構独自のものとしては掲げておらず、大学全体の方針と

して策定されている、男女共同参画推進基本計画に基づいた取り組みを推進している。 

 

目的：男女共同参画推進基本計画（平成 19 年３月 26 日策定、全学における基本方針）

（資料Ⅴ-１-１）に掲げられている、男女共同参画の基本的考え方を、教養教育を受ける

学生に啓発することを目的とする。  

 

（資料Ⅴ-１-１）男女共同参画推進基本計画  

 

http://gender.kumamoto-u.ac.jp/about/kihonhoushin.pdf 

    （出典：熊本大学男女共同参画推進基本計画） 

 

 

［想定する関係者とその期待］  

教養教育機構における男女共同参画の関係者は、 (１)同機構の職員（教員の多くは、そ

れぞれの部局などに所属している）、(２)教養教育を受ける学生、および (３)将来的に卒業

生を受け入れる社会である。受ける期待は、それぞれ、 (１)上記の基本方針に基づいた就

業環境が維持されているか、 (２)卒業時に、男女共同参画に関する認識が社会的要求に適

ったレベルに達しているか、 (３)卒業生の男女共同参画に関する認識が現代社会に生きる

人材として適切に培われているか、である。  

 

 

http://gender.kumamoto-u.ac.jp/about/kihonhoushin.pdf
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２．優れた点及び改善を要する点の抽出  

 

【優れた点】  

（１）男女共同参画に関する基本方針は、男女共同参画推進基本計画に定められている。  

（２）男女共同参画に対する職員および学生への啓発活動としては、女性研究者のロール

モデル集の作成、大学オリジナルグッズの製作やオリジナルポスターの制作などがあ

り、具体的なプロダクトとして配布されている 

（３）教養教育では、「学長特別講義」や「ベーシック科目」の際に、学生に対して男女共

同参画に関する冊子体での配布が行われている。また、ジェンダー関連に関する教養

教育科目を複数開講し、学生への啓発活動が行われている。  

 

【改善を要する点】  

男女共同参画に対する職員および学生への啓発活動が、教養教育を修了した学生の男女

共同参画に対する意識に、どのような影響を与えているか、というフィードバックが実施

されていない。  

 

 

 

３．観点ごとの分析及び判定  

 

観点 男女共同参画の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的

方針が定められているか。また、これらの目的と計画が広く公表されているか。  

（観点に係る状況）  

男女共同参画に関する基本方針は、男女共同参画推進基本計画に定められており、学生

に広く配布されている（資料Ⅴ -１-１）。また、ウェブサイトでも公表されている。教養教

育機構としては独立した男女共同参画推進委員会を持っていないが、全学における男女共

同参画推進委員会規則が制定されており、公表されている（資料Ⅴ -２-１）。 

また、男女共同参画に対する、職員および学生への啓発活動としては、女性研究者のロ

ールモデル集（資料Ⅴ -２-２）の作成、大学オリジナルグッズ（クリアファイルになる薄

型バッグ）の製作（資料Ⅴ-２-３）やオリジナルポスターの制作（資料Ⅴ -２-４）などが

あり、具体的なプロダクトとして配布されている。  

教養教育では、「学長特別講義」や「ベーシック科目」の際に、学生に対して男女共同参

画に関する冊子体での配布が行われている。また、ジェンダー関連に関する教養教育科目

を複数開講し、学生への啓発活動が行われている。  

（水準）  

 期待される水準にある。  

（判断理由）  

教養教育における男女共同参画の方針としては、全学における基本方針を踏襲している。

専門教育に進んだ際、さらには教育、研究領域、および社会の一員として活躍する際に、

一貫した男女共同参画の理念を継続して維持していくために、具体的な活動が行われてい

る。しかし、男女共同参画に対する職員および学生への啓発活動が、教養教育を修了した

学生の男女共同参画に対する意識に、どのような影響を与えているか、というフィードバ

ックが実施されていない。  
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（資料Ⅴ-２-１）男女共同参画推進委員会規則 

  
    （出典：熊本大学男女共同参画推進委員会規則） 

 

（資料Ⅴ-２-２）女性研究者ロールモデル集  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：熊本大学男女共同参画  女性研究者モデル集） 
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（資料Ⅴ-２-３）大学オリジナルグッズ  

  

（出典：熊本大学男女共同参画広報手提げ袋） 

 

（資料Ⅴ-２-４）オリジナルポスター  

 

 

（出典：熊本大学男女共同参画広報ポスター） 
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（資料Ⅴ-２-５）女性学・ジェンダー論関連科目リスト 

 

（出典：教養教育開講科目データを基に学務ユニットで作成） 

 

 

４．質の向上度の分析及び判定  

 男女共同参画に関して、教養教育では、毎年、女性学・ジェンダー論関連科目を複数開

講して、学生への啓発活動を行い、質の向上に向けた取組を継続的に実施しており、第２

期中期目標期間当初と比較して、質を維持していると判定できる。  
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Ⅵ 管理運営に関する自己評価書  
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１．管理運営の目的と特徴 

 

機構は、熊本大学の学士課程教育の理念および目的が達成されるよう、大学教育機能開発

総合研究センター等と連携し、教養教育を円滑に運営・実施することを目的としている。各

学部が学士課程教育の主体であり、教養教育の運営に責任を負うとともに、教養教育の実施

に関して協力する責任がある（資料Ⅵ-１-１）。 

 

（資料Ⅵ-１-１）熊本大学教養教育機構規則(一部抜粋) 

(出典：熊本大学教養教育機構規則) 

 

 機構の実質的な業務は、教養教育の編成と教養教育の実施に関することである。業務は教

養教育機構運営委員会を置いて審議し、機構に関する事務は、学生支援部学務ユニットで処

理されている。また、中期目標に記載してある大学の基本目標は、「学士課程においては、

学習成果に基づく体系的な学士課程教育プログラムを構築して、創造的知性と実践力を兼

ね備えた学士力を身に付けさせ、社会に貢献できる人材を養成する。」と設定し、平成 23年

８月に組織改革を実施した。また、従来は大学教育機能開発総合研究センター長が両組織の

長を兼務していたが分離し、機構長は教育・学生支援担当の副学長とした（資料Ⅵ-１-２,

３）。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○熊本大学教養教育機構規則(平成 23 年 8 月 1 日規則第 90 号)  

  

 (趣旨) 

第 1 条 この規則は、熊本大学学則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 8 条の 5 第 2 項の規定に基づき、熊

本大学教養教育機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。  

(設置目的) 

第 2 条 機構は、熊本大学(以下「本学」という。)の学士課程教育の理念及び目的が達成されるよう、

大学教育機能開発総合研究センター等と連携し、教養教育を円滑に運営・実施することを目的とする。 
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（資料Ⅵ-１-２）大学の基本目標 

 

 

  

計画番号

大項目

中項目

小項目

現状分析

達成状況・
到達点 ◎教務課

担当課

第二期中期目標・中期計画管理台帳

1

大学全体の中期目標・中期計画

１　教育に関する目標

中期目標
（１）教育内容及び教育の成果に関する目標

１　学士課程においては、学習成果に基づく体系的な学士課程教育プログラムを構築して、創造的知性と実践力
を兼ね備えた学士力を身に付けさせ、社会に貢献できる人材を養成する。

中期計画

創造的知性と実践力を兼ね備えた学士力を身に付けさせるための体系的な学士課程教育
プログラムを実施する。

現在、学士課程教育は、「２１世紀熊本大学教養教育目標」に基づく教養教育と各学部が掲げる専門教育の有機的連携により
行っているが、中教審答申の主要事項（学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針及び入学者の受入れの方針の明確化）
を踏まえ、創造的知性と実践力を兼ね備えた学士力を身に付けさせるため、新たな学士課程教育プログラムを確立し、全学体
制の下で行う必要がある。

①　創造的知性と実践力を兼ね備えた学士力を身に付けさせるため、学習成果に基づく体系的な学士課程教育
プログラムを平成２３年度までに構築し、実施する。

(出典：熊本大学中期目標・中期計画 1) 
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（資料Ⅵ-１-３）教養教育実施機構から教養教育機構への改組 

(a) 教養教育実施機構の体制図（出典：大学教育年報第 13 号） 

(b) 教養教育機構の体制図（出典：平成 23 年度学士課程推進委員会資料） 
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 ［想定する関係者とその期待］ 

 管理運営を実施する目的や特徴等である「熊本大学の学士課程教育の理念および目的が

達成する」ことから照らして、在校生やその家族、卒業(修了)生の雇用者、非常勤科目とし

て科目を担当する講師、教養機構が開講する開放科目を受講する地域社会の人々が想定さ

れ、創造的知性と実践力を兼ね備えた学士力を身に付けさせ、社会に貢献できる人材を養成

できる組織として期待される。 

 

 

２．優れた点及び改善を要する点の抽出 

 

【優れた点】 

管理運営のために機構組織とそれを支える事務組織が改組されたことで、学士課程教育

の理念および目的が達成するための教養教育を円滑に運営・実施できる体制が整ったこと

により、期待される水準にありかつ高い質を維持している。 

 

【改善を要する点】 

 管理運営に関して構成員（教職員や学生）や学外関係者の意見や要望を収集、把握するア

ンケート調査等が必要であり、改善を要する。 
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３．観点ごとの分析及び判定 

 

分析項目Ⅰ 管理運営体制及び事務組織が適切に整備され機能していること 

観点 管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規模と機能を持っているか。また、

危機管理等に係る体制が整備されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 教養教育の編成や実施等に関する審議を行う教養教育機構運営委員会、教学に関する審

議を行う教養教育教務委員会がある（資料Ⅵ-３-I-１､資料Ⅵ-３-I-２）。また、学生支援部

学務ユニット長以下常勤職員 26名、非常勤職員 17名の事務組織は、機構に関わる運営、教

務など全学会議、学生支援など全てについて支援し、管理運営を行っている（資料Ⅵ-３-I-

３）。 

 

（資料Ⅵ-３-I-１） 機構運営委員会規則   （資料Ⅵ-３-I-２） 機構教務委員会規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：熊本大学教養教育機構運営委員会規則)  

 

 

 

○熊本大学教養教育機構運営委員会規則 (平成 23 年 8 月 1 日規則第 91 号)  

  

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、熊本大学教養教育機構規則(平成 23 年 8 月 1 日制定。以下「機構規則」とい

う。)第 6 条第 4 項の規定に基づき、熊本大学教養教育機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)

に関し必要な事項を定める。  

(組織) 

第 2 条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。  

(1) 教養教育機構長(以下「機構長」という。)  

(2) 教養教育機構副機構長(以下「副機構長」という。)  

(3) 各学部(医学部にあっては、医学科及び保健学科とする｡)の教務に関する委員会の委員長 各 1 人  

(4) 大学教育機能開発総合研究センターから選出された教員 2 人  

(5) その他委員会が必要と認めた者  

2 前項第 4 号及び第 5 号の委員は、機構長が委嘱する。  

3 第 1 項第 4 号の委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。  

4 第 1 項第 4 号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任

者の残任期間とする。  

5 第 1 項第 5 号の委員の任期は、機構長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。  

(審議事項) 

第 3 条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。  

(1) 教養教育の授業科目の編成に関すること。  

(2) 教養教育の年間実施計画の策定に関すること。  

(3) 教養教育の授業の開講及び調整に関すること。  

(4) 教養教育の点検・評価及びこれに基づく見直しに関すること。  

(5) 教養教育に係る施設・設備の利用計画に関すること。  

(6) 教養教育機構(以下「機構」という。)の予算及び決算に関すること。  

(7) 教養教育に係る広報活動に関すること。  

(8) 教養教育の成績の管理に関すること。  

(9) 教養教育の非常勤講師の資格審査に関すること。  

(10) その他教養教育及び機構の運営に関し必要な事項  

○熊本大学教養教育機構運営委員会教養教育教務委員会細則 (平成 23 年 8 月 1 日細則第 28 号)  

  

(趣旨) 

第 1 条 この細則は、熊本大学教養教育機構規則(平成 23 年 8 月 1 日制定。以下「機構規則」とい

う。)第 6 条第 4 項の規定に基づき、熊本大学教養教育機構運営委員会教養教育教務委員会(以下「委

員会」という。)に関し必要な事項を定める。  

(組織) 

第 2 条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。  

(1) 機構規則第 5 条第 2 項第 2 号の副機構長(以下「副機構長」という。)  

(2) 各学部(医学部にあっては、医学科及び保健学科とする。)から選出された教員(熊本大学教養教

育機構運営委員会規則(平成 23 年 8 月 1 日制定)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する委員を除く｡)各 1 人  

(3) 第 7 条に規定する各科目群専門部会の長  

[第 7 条] 

(4) 大学教育機能開発総合研究センターから選出された教員 2 人  

(5) その他委員会が必要と認めた者  

2 前項第 2 号、第 4 号及び第 5 号の委員は、委員長が委嘱する。  

3 第 1 項第 2 号及び第 4 号の委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。  

4 第 1 項第 2 号及び第 4 号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわ

らず、前任者の残任期間とする。  

5 第 1 項第 5 号の委員の任期は、委員長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。  

(審議事項) 

第 3 条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。  

(1) 教養教育の年間実施計画(学年暦、年間予定、非常勤講師の任用計画等をいう。)の案の作成に関

すること。  

(2) 授業の時間割に関すること。  

(3) 履修指導の支援に関すること。  

(4) 試験の実施に関すること。  

(5) 履修案内等の作成に関すること。  

(6) 成績処理 （入学前の既修得単位の取扱い等を含む。）に関すること。  

(7) その他教養教育の実施に関し必要な事項  

(出典：熊本大学教養教育機構教務委員会規則) 
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（資料Ⅵ-３-I-３）学生支援部組織図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：学生支援部組織図を基に学務ユニットで作成） 
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火災・災害の対応の自衛消防組織の編成、学生支援部における危機事象対応マニュアル

の作成、非常変災における授業の取扱に関する申合せ等が整備かつ改善され、危機管理体

制ができている（資料Ⅵ-３-I-４,資料Ⅵ-３-I-５,資料Ⅵ-３-I-６）。 (中期計画番号

K67、K92) 

（資料Ⅵ-３-I-４）自衛消防組織編成表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （出典：熊本大学自衛消防組織編成表） 

（資料Ⅵ-３-I-５）学生支援部における危機対象対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：学生支援部における危機対象対応マニュアル） 
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（資料Ⅵ-３-I-６）非常変災における授業の取り扱いについて 

 

（出典：教養教育の案内） 

 

 情報セキュリティや個人情報保護については、個人情報が記載された委員会資料の回収

及びメールで資料を送付する場合はパスワードを付けて送信している。 

 また、教養教育の定期試験における不正行為については、事前に注意事項を掲示し学生に

周知している（資料Ⅵ-３-I-７）。 

 

（資料Ⅵ-３-I-７）教養教育定期試験注意事項についての掲示文 

 



熊本大学教養教育機構 

92 

 

 

 

             （出典：教養教育定期試験注意事項についての掲示より抜粋） 

（水準） 

期待される水準にある。 

（判断理由） 

 機構組織とそれを支える事務組織が改組され、学士課程教育の理念と目的を達成するた

めの教養教育を円滑に運営・実施できる管理運営体制が整った。さらに、危機管理等に係る

体制と規則が整備され、予期できない外的環境の変化等への対応マニュアルを整備し、さら

に改善している。 

 

観点 構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関する意見やニーズが

把握され、適切な形で管理運営に反映されているか。 

（観点に係る状況） 

管理運営に関する意見やニーズは、授業改善のためのアンケートや学生生活実態調査で

組織的に把握しているが、機構に関するものは一部しか把握できてない（資料Ⅵ-３-Ⅰ-８，

資料Ⅵ-３-I-９，資料Ⅵ-３-I-１０）。また、卒業生対象のアンケートも実施しているが、管

理運営に関する意見収集については不十分である（資料Ⅵ-３-Ⅰ-１１）。なお、収集した意

見やニーズの把握状況の分析を行い、管理運営への反映を実施してきた。(中期計画番号

K67) 
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（出典：「授業改善のためのアンケート」実施報告書）   （出典：学生生活実態調査報告書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料Ⅵ-３-Ⅰ-８） 

 授業改善のためのアンケート 

（資料Ⅵ-３-Ⅰ-９）  

学生生活実態調査報告書 
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(出典： 第 8 回学生生活実態調査報告書) 

（資料Ⅵ-３-I-１０） 学部・大学への要望の調査結果 

上側：2010 年度調査  下側：2013 年度調査 
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（出典：卒業生・就職先へのアンケート調査報告書） 

（水準） 

期待される水準を下回る。 

（判断理由） 

 学生の「授業改善のためのアンケート」の意見は改善に生かされている。しかし、教養教

育機構に関する教職員や卒業生からの意見やニーズが十分把握されていない。 

 

観点 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう、研

修等、管理運営に関わる職員の資質の向上のための取り組みが組織的に行われているか。 

（観点に係る状況） 

  非常勤講師には授業開始の学期初め及び定期試験前に文書を送付し、授業運営、厳格な

成績判定について周知徹底している。また、学生支援部の担当部署及び各学部の教務担当職

員を対象に学務系研修会を行い、職員の資質向上に取り組んでいる。 

（水準） 

（判断理由） 

分析項目Ⅱ 活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が実施されているとともに継続

的に改善するための体制が整備され、機能していること。 

観点 活動の総合的な状況について、根拠となる資料・データ等に基づいて、自己点検・

評価が行われているか。 

（観点に係る状況） 

 該当なし  

（水準） 

（判断理由） 

（資料Ⅵ-３-I-１１） 卒業生・就職先へのアンケート調査報告書 
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観点 活動の状況について、外部者（当該大学の教職員以外の者）による評価が行われて

いるか。 

（観点に係る状況） 

 該当なし 

（水準） 

（判断理由） 

 

観点 評価結果がフィードバックされ、改善のための取り組みが行われているか。 

（観点に係る状況） 

 該当なし 

（水準） 

（判断理由） 

 

分析項目Ⅲ 教育研究活動等についての情報が、適切に公表されることにより、説明責任が

果たされていること。（教育情報の公表） 

観点 目的（学士課程であれば学部、学科または課程ごと、大学院であれば研究科または

専攻等ごとを含む。）が適切に公表されるとともに、構成員（教職員及び学生）に周知さ

れているか。 

（観点に係る状況） 

大学教育年報（学内外で配布）、熊本大学 HPの教育情報の公表資料、教養教育機構 HP

や教養教育の案内（学内で配布）で目的を幅広く公表している（資料Ⅵ-３-Ⅲ-１,資料Ⅵ

-３-Ⅲ-２,資料Ⅵ-３-Ⅲ-３,資料Ⅵ-３-Ⅲ-４）。さらに教職員及び学生に対しては、教養

教育機構運営会議、教務委員会などの各種会議、新任・転任教員研修、新入生履修ガイダ

ンス等を組織的に実施しており、十分周知している（資料Ⅵ-３-Ⅲ-５）。(中期計画番号

K67) 

（水準） 

期待される水準にある。 

（判断理由） 

 機構の目的は、学内の教職員及び学生や学外の社会一般に対し、大学教育年報、熊本大学

HP、教養教育機構 HP 等で幅広く公表ができている。 
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（資料Ⅵ-３-Ⅲ-２）熊本大学 HP の教育情報の公表資料 

http://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kyoikujyoho 

 

（資料Ⅵ-３-Ⅲ-３）教養教育機構 HP 

http://www.kumamoto-u.ac.jp/organizationsgeneral_education 

（資料Ⅵ-３-Ⅲ-１） 

 大学教育年報 

（出典：大学教育年報第14号） 

（資料Ⅵ-３-Ⅲ-４） 教養

教育の案内 

（出典：2013 年度教養教育の案内） 

http://www.kumamoto-u.ac.jp/organizationsgeneral_education
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観点 入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表・周知

されているか。 

（観点に係る状況） 

学内の関係者には、教育課程の編成・実施方針を新入生ガイダンス等で説明し、教養教育

の案内等の刊行物等の配布により周知を図っている。学外の関係者には、熊本大学 HPでの

教育情報の公開、教養教育の案内、教養教育機構 HPへの掲載等により広く公表している（資

料Ⅵ-３-Ⅲ-２,資料Ⅵ-３-Ⅲ-３,資料Ⅵ-３-Ⅲ-４）。 

（水準） 

期待される水準にある。 

（判断理由） 

大学内外の関係者に対して、熊本大学 HPを始め、教育情報の公開資料、教養教育の案内、

教養教育機構 HPへの掲載等により広く公表・周知をしている。 

（資料Ⅵ-３-Ⅲ-５） 

  新入生履修ガイダンス 

（出典：教養教育のための新入生ガイダンス説明会資料） 
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観点 教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第 172 条に規定される事項

を含む。）が公表されているか。 

（観点に係る状況） 

 該当なし 

（水準） 

（判断理由） 

 

 

分析項目Ⅵ 教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備等が整備され、有効に活用さ

れていること。（施設・設備） 

 

観点 教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、有効に活用されている

か。また、施設・設備における耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面について、それぞ

れ配慮がなされているか。 

（観点に係る状況） 

必要な施設として、講義室、語学・情報の演習室、実験・実習室、視聴覚室、CALL室等が

ある。講義等の部屋数 73室、９パソコン室、設置台数 524台、自習室２室がある(資料Ⅵ-

３-Ⅳ-１,資料Ⅵ-３-Ⅳ-２,資料Ⅵ-３-Ⅳ-３)。部屋は可能な限り学生が使用でき、有効に

活用されている(資料Ⅵ-３-Ⅳ-４,資料Ⅵ-３-Ⅳ-５)。大学において編成された教育研究組

織の運営及び教育課程の実現にふさわしい施設・設備の営繕を要求し、整備されて機能して

いる(資料Ⅵ-３-Ⅳ-６)。また、施設・設備の耐震化やバリアフリー化等の配慮がなされ、

入室管理システムを設置した部屋や警備体制もあり、安全・防犯面について配慮がなされて

いる(資料Ⅵ-３-Ⅳ-７,資料Ⅵ-３-Ⅳ-８)。 

（水準） 

期待される水準にある。 

（判断理由） 

教養教育の学習成果目標を達成するための施設や設備はよく整備され、学生の授業、課外

学修や活動をするために有効に活用されている。 



熊本大学教養教育機構 

100 

 

 

（資料Ⅵ-３-Ⅳ-２ 熊本大学概要） 

http://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/gaiyo/gaiyo/gaiyou 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料Ⅵ-３-Ⅳ-１） 全学教育棟の教室、PC 室、自習室の利用について 

 

（出典： 教養教育の案内） 

http://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/gaiyo/gaiyo/gaiyou
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（資料Ⅵ-３-Ⅳ-３）PC 室と自習室の机数 

 

               （出典：全学教育棟教室使用計画表） 

教室名 設　　備 授業 試験

定員 定員

　Ａ３０２ 長机、ﾎ、ﾏ、ｽ、ﾋﾞ、ﾌﾟ、

　CALL、PC DVD

　Ａ４０４ 長机、黒、ｽ、ﾌﾟ、資

　ＰＣ 通常、授業時間以外は終日開放している教室

　Ａ４０５ 長机、黒、ﾏ、ｽ、ﾌﾟ、資 開室時間：8:40～21:30（休暇期間中は～20:30）

　ＰＣ

　Ａ４０６ ﾎ、ﾏ、ｽ、ﾌﾟ、資、 ※

　ＰＣ DVD (Pのみ)

　Ａ４０７ ﾎ、ﾏ、ｽ、ビ、ﾌﾟ、資、 ※

　ＰＣ (検索ｿﾌﾄあり）

　Ａ４０８ ﾎ、ﾏ、ｽ、ﾌﾟ、資

　ＰＣ

　Ｂ３０１ 長机、ﾎ、ﾏ、ｽ、ﾋﾞ、ﾌﾟ、

　CALL、PC DVD

　Ｂ３０２ 長机、ﾎ、ﾏ、ｽ、ﾋﾞ、ﾌﾟ、

　CALL、PC DVD

　Ｂ４０１ ﾎ、ﾏ、ｽ、ﾌﾟ、資、(車椅子)

　ＰＣ

合計 524

自習室 座席数

C103 44

C105 56

30 (30)

(76)

52 (52)

52 (52)

２０１３年度前学期　　教室使用計画表

60  (60)

30 (30)

それ以外は、日中のみ、半日のみ開放するなどして調整し
ている

学生から満席の連絡があれば、可能な限り開室して対応し
ている

設　備：ＬＬ＝フルラボ、半ＬＬ＝簡易ラボ、ＰＣ＝パソコン、CALL＝CALLシステム、固机＝固定机、長机、個＝個人机、ホ＝ホワイトボード、黒＝黒
板、マ＝マイク、ス＝スクリーン、ビ＝ビデオ（テレビ）、プ＝プロジェクター、OHP＝OHP機器、DVD＝DVD機器、MD＝MD機器、資＝資料提示装置、
（車椅子）＝車椅子対応机あり

60  (60)

60  (60)

104 (104)

76
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（資料Ⅵ-３-Ⅳ-４） 教室利用状況       （出典：学部別講義室使用状況一覧） 
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（料Ⅵ-３-Ⅳ-５） パソコン実習室日誌   

（出典：教養教育機構パソコン実習室日誌） 

 

          

（ 資 料 Ⅵ - ３ - Ⅳ - ６ ）  営 繕 要 求 書      

（出典：平成 22 年度学内営繕要求資料） 

（資料Ⅵ-３-Ⅳ-７） 入室管理システム設置状況（出典：入室管理システム設置データを基に学務ユニットで作成）           

（資料Ⅵ-３-Ⅳ-８） 警備体制                （出典：黒髪地区警備付加業務一覧より抜粋） 
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（観点に係る状況） 

授業内外においてインターネットに接続できる環境の整備状況ができており、授業や自

習で利用可能な状態である(資料Ⅵ-３-Ⅳ-９,資料Ⅵ-３-Ⅳ-１０)。全学の１年生を対象に

必修科目として情報教育と CALLが遂行でき、必要な ICT環境の整備ができており、パソコ

ン室は 8:30～21:30まで開室して学生の要望にその都度応えている(資料Ⅵ-３-Ⅳ-４)。 

観点 教育研究活動を展開する上で必要な ICT 環境が整備され、有効に活用されているか。 

（資料Ⅵ-３-Ⅳ-９） 情報ネットワークシステム教育研究用ネットワーク運用管理要項 

（資料Ⅵ-３-Ⅳ-１０） 情報システム利用規則の一部抜粋 

○国立大学法人熊本大学情報システム利用規則 

(目的) 

第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における情報システムの利用に関

する事項を定め、情報セキュリティの確保及び円滑な情報システムの利用に資することを目的とす

る。 

(定義) 

第2条 この規則において使用する用語は、国立大学法人熊本大学情報システム運用基本規則(平成22

年5月21日制定)及び国立大学法人熊本大学情報システム運用・管理規則(平成23年2月24日制定)にお

いて使用する用語の例による。 

2 この規則において「全学アカウント」とは、管理運営部局が発行する全学的に共通で使用するアカ

ウントをいう。 

(適用範囲) 

第3条 この規則は、本学情報システム及びそれに関わる情報を利用するすべての者に適用する。   

                           (出典：熊本大学情報システム利用規則) 

○熊本大学情報ネットワークシステム教育研究用ネットワーク運用管理要項 

(趣旨) 

第 1 条 この要項は、熊本大学情報ネットワークシステム(KUIC)の教育研究用ネットワーク(以下「KUIC-A」と

いう。)の運用管理に関し必要な事項を定める。 

(定義) 

第 2 条 この要項において「部局」とは、各学部、各研究科、各教育部、生命科学研究部、各研究所、医学部附属

病院、附属図書館、大学院先導機構、イノベーション推進機構、国際化推進機構、熊本大学学則(平成 16 年 4 月

1 日制定)第 9 条第 1 項に規定する学内共同教育研究施設、保健センター及び教養教育機構をいう。 

2 この要項において「事務組織の各部等」とは、監査室、経営企画本部、マーケティング推進部、教育研究推進

部、学生支援部、医学部附属病院事務部及び運営基盤管理部をいう。 

3 この要項において「部局等」とは、部局及び事務組織の各部等をいう。 

4 この要項において「部局長等」とは、部局等の長(事務組織の各部等にあっては、運営基盤管理部の財務担当部

長とする。)をいう。 

（出典：熊本大学情報ネットワークシステム教育研究用ネットワーク運用管理要項） 
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（水準） 

期待される水準にある。 

（判断理由） 

教育活動を展開する上で必要な ICT環境が整備され、有効に活用されている。また、熊本

大学教育改革大綱 2013により教育の IT化について、教育の効率化・標準化・オンデマンド

化を推進している（資料Ⅵ-３-Ⅳ-１１）。 

 

 

 

 

 

観点 図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他の教育研究上必要な資料

が系統的に収集、整理されており、有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 

 該当なし 

（水準） 

（判断理由） 

 

観点 自主学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。 

（観点に係る状況） 

機構には専用の自習室として C103 と C105 の２室あるが、授業が無い教室は利用できる

状況にある。自習室の H23と H24年度の利用比較を示すが、まだ利用状況は少ない(資料Ⅵ

-３-Ⅳ-２,資料Ⅵ-３-Ⅳ-３,資料Ⅵ-３-Ⅳ-４,資料Ⅵ-３-Ⅳ-１１,資料Ⅵ-３-Ⅳ-１２,資

料Ⅵ-３-Ⅳ-１３,資料Ⅵ-３-Ⅳ-１４)。また、図書館も自習室として利用されているが、H25

年度には図書館がアクティブラーニングとして利用可能になり、自習室としてのスペース

が拡大し、利用できるようになった(資料Ⅵ-３-Ⅳ-１５,資料Ⅵ-３-Ⅳ-１６)。 

 

教育の情報化 

教育の情報化では、教育のＩＴ化により教育の効率化・標準化・オンデマン

ド化を推進するのであるが、第一に教授システム学、生命系における e ラーニ

ングの利用の拡大と他部局への e ラーニングの展開、第二に e ラーニングによ

る英語力の強化に取り組むのであるが、その他に e ポートフォリオによる教育

の検証、ＳＮＳを取り入れたアクティブラーニングについても取り組むべき課

題とする。 

≪枢要な取り組み≫ 

 ・e ラーニングの普及、コンテンツの開発 

・e ポートフォリオの応用 

・ＳＮＳの活用 

（資料Ⅵ-３-Ⅳ-１１） 熊本大学教育改革大綱 2013 より一部抜粋 

（出典：熊本大学教育改革大綱 2013） 
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（資料Ⅵ-３-Ⅳ-１２） 学生案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （出典：平成 26 年度学生案内） 

 

 

（水準） 

期待される水準にある。 

（判断理由） 

 従来の教室を利用した自習室は整備が不十分であるが、今後図書館での利用が見込め

る。 

 

 

（資料Ⅵ-３-Ⅳ-１３） 自習室(C103,C105)の利用状況 

 

        （出典：全学教育棟自習室利用者数データを基に学務ユニットで作成） 
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（資料Ⅵ-３-Ⅳ-１４）全学教育棟自習室利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：全学教育棟自習室利用状況データを基に学務ユニットで作成） 
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（資料Ⅵ-３-Ⅳ-１６）図書館の利用状況等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：2013 年学生生活実態調査報告書） 
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（資料Ⅵ-３-Ⅳ-１５）図書館のリニューアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：熊本大学附属図書館リニューアルオープンリーフレット） 
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４． 質の向上度の分析及び判定 

 

分析項目Ⅰ 管理運営体制及び事務組織が適切に整備され機能していること。 

（判定区分） 

  改善、向上している。 

（判断理由） 

 管理運営のために機構組織とそれを支える事務組織が改組されたことにより、学士課

程教育の理念および目的を達成するための教養教育を円滑に運営・実施できる体制が整

い、各学部が学士課程教育の主体であることが明確化され、教養教育の運営に学部が協力

的になった。また、教養教育の実習科目等を中心に TAを多く採用し、きめ細かい指導を

行い学生へのサービスが向上した。 

 

分析項目Ⅱ 活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が実施されているとともに、継続 

的に改善するための体制が整備され、機能していること。 

 該当なし 

 

 

分析項目Ⅲ 教育研究活動等についての情報が、適切に公表されることにより、説明責任が

果たされていること。（教育情報の公表） 

（判定区分） 

 質を維持している。 

（判断理由） 

 重要な質の変化はなかったが、目的及び教育課程の実施方針が適切に公表され、情報公開

方法を含め説明責任が果たされており、期待される水準にある。 

 

 

分析項目Ⅳ 教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備等が整備され、有効に活用さ

れていること。（施設・設備） 

（判定区分） 

 質を維持している。 

（判断理由） 

重要な質の変化はなかったが、教育組織及び教育課程に対応した施設・設備等において

図書館が整備され、有効に活用されている。改善すべき点もあるものの期待される水準に

ある。 
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